
第 号議案

神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例の件 

神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和２年２月18日提出

神戸市長 久 元  喜  造

神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例

（事務分掌条例の一部改正） 

第１条 神戸市事務分掌条例（平成15年 10月条例第 19号）の一部を次のように改

正する。

第１条市民参画推進局の項を次のように改める。

文化スポーツ局

⑴ スポーツに関する事項

⑵ 文化に関する事項

⑶ 図書館及び博物館に関する事項

第１条保健福祉局の項中「保健福祉局」を「福祉局」に改め，同項中第３号

を削り，同項の次に次のように加える。 

健康局

⑴ 健康に関する事項

⑵ 保健衛生に関する事項

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する

条例の一部改正） 

第２条  神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の

特例に関する条例（平成 31年３月条例第 34号）の一部を次のように改正する。

 本 則 中 「 昭 和 31年 法 律 第 162号 」 の 次 に 「 。 以 下 「 法 」 と い う 。」 を 加 え ，

「 教 育 に 関す る 事務 の う ち スポ ー ツに 関 す る こと （ 学校 に お け る体 育 に関 す

る こ と を除 く 。）」を 「 次 に掲 げる 教育 に 関 する 事務 」に 改 め ，本 則に 次の 各

号を加える。 

⑴ 図 書 館，博 物 館 ， 美 術 館及び 神 戸 市 生 涯 学習支 援 セ ン タ ー （以下 「 特

定社会教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関すること（法第 21

５
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条 第 ７ 号 から 第 ９号 ま で 及 び第 12号に 掲 げ る 事務 の うち ， 特 定 社会 教 育

機関のみに係るものを含む。）。 

  ⑵  スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

  ⑶  文化に関すること。 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第３条 神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成18年１月条例第38号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条中「保健福祉局生活福祉部保護課更生センター若しくは保健所調整課，

精神保健福祉センター若しくは保健センター，こども家庭局こども育成部総合

療育センター」を「福祉局保護課更生センター，健康局保健所保健課若しくは

精神保健福祉センター，こども家庭局総合療育センター」に改める。 

  第８条中「こども家庭局こども育成部総合療育センター」を「こども家庭局

総合療育センター」に改める。 

第 10条 中 「 こ ど も 家 庭 局 こ ど も 育 成 部 若 葉 学 園 」 を 「 こ ど も 家 庭 局 若 葉 学

園」に改める。 

第 12条 中 「 保 健 福 祉 局 保 健 所 食 肉 衛 生 検 査 所 」 を 「 健 康 局 保 健 所 食 肉 衛 生

検査所」に改める。 

第 15条中「経済観光局農政部」を「経済観光局」に改める。 

第 17条 中 「 保 健 福 祉 局 保 健 所 食 肉 衛 生 検 査 所 」 を 「 健 康 局 保 健 所 食 肉 衛 生

検査所」に改める。 

第 22条 中 「 環 境 局 事 業 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 」 を 「 環 境 局 ク リ ー ン セ ン タ

ー」に改める。 

第 23条中「環境局事業部事業所」を「環境局事業所」に，「港湾局みなと振

興部海務課」を「港湾局海務課」に改める。 

第 27条中「港湾局みなと振興部海務課」を「港湾局海務課」に改める。 

第 28条中「港湾局工務・防災部」を「港湾局」に改める。 

第 36条第１項第６号中「専任救助隊」を「特別救助隊」に改める。 

   附  則  

 （施行期日） 
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１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。

（障害者施策推進協議会条例の一部改正） 

２  神戸市障害者施策推進協議会条例（昭和47年３月条例第57号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

（市民福祉調査委員会条例の一部改正） 

３  神戸市市民福祉調査委員会条例（平成 12年３月条例第 101号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「第７条第２項」を「第７条第１項」に改める。

  第７条中「保健福祉局又は」を「福祉局，健康局又は」に，「保健福祉局）」

を「福祉局）」に改める。 

（地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会条例の一部改正） 

４ 地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会条例（平成20年３月条例第57

号）の一部を次のように改正する。

第８条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。 

（公立大学法人神戸市看護大学評価委員会条例の一部改正）

５ 公立大学法人神戸市看護大学評価委員会条例（平成30年３月条例第50号）の

一部を次のように改正する。 

  第７条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

（図書館条例の一部改正） 

６  神戸市立図書館条例（昭和 25年 10月条例第 206号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条及び第５条中「教育委員会」を「市長」に改める。

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ６ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第９条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

（都市景観条例の一部改正）

７ 神戸市都市景観条例（昭和53年 10月条例第59号）の一部を次のように改正す
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る。 

  第 20条第１項及び第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 21条第１項中「及び教育委員会」を削り，同条第２項中「及び教育委員会

規則」を削り，同条第３項中「及び教育委員会」を削る。 

  第 22条中「及び教育委員会」及び「市長にあつては次の各号に定める基準の

うち第８号に定めるものに，教育委員会にあつては」を削る。 

  第 23条中「及び教育委員会」を削る。 

  第 24条 中 「 及 び 教 育 委 員 会 規 則 」 を 削 り ，「 市 長 及 び 教 育 委 員 会 」 を 「 市

長」に改める。 

  第 25条中「及び教育委員会」を削る。 

  第 37条中「又は教育委員会規則」を削る。 

  第 38条第２号中「及び教育委員会」を削る。 

 （博物館条例の一部改正） 

８  神戸市立博物館条例（昭和57年３月条例第59号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 ４ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中

「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同

条第４項及び第５項中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」

に改める。 

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 は 」 を 「 市 長 は 」 に ，「 教 育 委 員 会 規 則 」 を

「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第

４項及び第５項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 10条及び第 11条中「教育委員会」を「市長」に改める。 
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第 12条 第 ２ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ５ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第 13条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 14条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（埋蔵文化財センター条例の一部改正） 

９  神戸市埋蔵文化財センター条例（平成３年３月条例第36号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第５条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 ７ 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に ， 同 条 第 ３ 号 中

「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第８条から第10条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 11条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （小磯記念美術館条例の一部改正） 

10 神戸市立小磯記念美術館条例（平成４年３月条例第50号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委

員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第３項

中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」
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に改める。 

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 は 」 を 「 市 長 は 」 に ，「 教 育 委 員 会 規 則 」 を

「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第

４項第２号中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第５項中「教育委員会」

を「市長」に改める。 

第 10条及び第 11条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 12条 第 ２ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ５ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第 13条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 14条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の一部改

正） 

11 神 戸 市 文 化 財の 保 護 及 び 文 化 財等 を 取 り 巻 く 文 化環 境 の 保 全 に 関 する 条例

（平成９年３月条例第50号）の一部を次のように改正する。 

  第６条及び第７条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 ８ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 規 則 及 び 教 育 委 員 会 」 を 「 規 則 及 び 市 長 」 に

改め，同条第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第９条及び第10条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 11条中「教育委員会に」を「市長に」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第 13条及び第 15条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 16条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 規 則 」 を 「 規 則 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教

育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会は」を「市長は」に改め，同条第

３項中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 17条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改め，同条第３項及び第４項中「教育委員会」を「市

長」に改める。 

第 18条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 20条 の 見 出 し 並 び に 同 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」
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に改め，同条第３項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項及び

第５項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 23条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 の 」 を 「 市 長 の 」 に ，「 教 育 委 員 会 規 則 」 を

「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改め，同条第２項及び第３項中

「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 24条から第 27条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 28条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」

に改める。 

第 29条 か ら 第 34条 ま で 及 び 第 36条 か ら 第 41条 ま で の 規 定 中 「 教 育 委 員 会 」

を「市長」に改める。 

第 44条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第 45条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第 46条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 教 育 委

員会規則」を「規則」に改める。 

第 47条から第 49条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 50条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に ,「教育委員会に」を「市

長に」に改め，同条第２項第１号中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同

条第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 51条 か ら 第 55条 ま で 及 び 第 57条 か ら 第 59条 ま で の 規 定 中 「 教 育 委 員 会 」

を「市長」に改める。 

第 60条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 61条及び第 62条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 63条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 64条第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （風見鶏の館等条例の一部改正） 

12 神戸市風見鶏の館等条例（平成11年３月条例第49号）の一部を次のように改

正する。 
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  第３条第１項中「及び高等学校」を「，義務教育学校，高等学校，中等教育

学校及び特別支援学校」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２

項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第３項中「教育委員会は」を「市

長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  第４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第５条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第７条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市

長の」に改め，同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 10条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め ， 同

項 第 １ 号 中 「 教 育委 員 会 規 則 」 を 「規 則 」 に 改 め ， 同条 第 ２ 項 中 「 教 育委 員

会」を「市長」に改める。 

第 11条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 12条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 14条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 15条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （生涯学習支援センターその他の施設条例の一部改正） 

13 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例（平成12年３月条例第64号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市

長の」に改め，同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第６条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」

に改める。 

  第７条及び第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 10条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  第 11条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 
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  第 12条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  第 13条第１項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 15条第１項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め，同項

第１号中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会」

を「市長」に改める。 

  第 16条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 17条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  第 18条及び第 19条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 21条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員

会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改め，同条第３項か

ら第５項までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第 22条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  別表第２号中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（ゆかりの美術館条例の一部改正） 

14 神戸ゆかりの美術館条例（平成18年 12月条例第 30号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条及び第４条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」

に改める。 

第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」

に改める。 

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 は 」 を 「 市 長 は 」 に ，「 教 育 委 員 会 規 則 」 を

「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第

４項及び第５項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 10条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第 11条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

第 13条中「教育委員会」を「市長」に改める。 
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  第 14条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

15 執行機関の附属機関に関する条例（昭和31年 11月条例第36号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１号の表中  

「  

神 戸 市 市 民 参 画 推 進 局

指 定 管 理 者 選 定 評 価 委

員会  

 

神 戸 市 保 健 福 祉 局 指 定

管理者選定評価委員会  

 

                            」  

 「  

神 戸 市 文 化 ス ポ ー ツ 局

指 定 管 理 者 選 定 評 価 委

員会  

 

神 戸 市 福 祉 局 指 定 管 理

者選定評価委員会  

 

神 戸 市 健 康 局 指 定 管 理

者選定評価委員会  

                            」  

（図書館条例等の一部改正に伴う経過措置） 

16 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例の規定による

改正前の神戸市立図書館条例，神戸市都市景観条例，神戸市立博物館条例，神

戸市埋蔵文化財センター条例，神戸市立小磯記念美術館条例，神戸市文化財の

保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例，神戸市風見鶏の館

等条例，神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例又は神戸ゆかりの美術

館条例（以下これらを「旧条例」という。）の規定に基づき教育委員会が行っ

た許可，指定，承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有する

を 

に改める。 
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もの又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可，承認の申請

その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては，施

行日以後にあっては，市長が行った許可，指定，承認その他の行為又は市長に

対してなされた許可，承認の申請その他の行為とみなす。 

 

理     由  

職制等を改正するに当たり，条例を改正する必要があるため。 
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（参考 １） 

神戸市事務分掌条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

 （局及び室の設置並びに分掌事務） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

158条第１項後段の規定により設置する局及び

室並びにその分掌する事務は，次のとおりとす

る。 

 略 

 市民参画推進局 

⑴ 市民参画の推進に関する事項 

⑵ 市民生活に関する事項 

⑶ 市民文化に関する事項 

⑷ スポーツに関する事項（学校における体育 

に関する事項を除く。） 

 保健福祉局 

⑴，⑵ 略 

⑶ 保健衛生に関する事項 

健康局 

⑴ 健康に関する事項 

⑵ 保健衛生に関する事項 

   略 

（改 正 案） 

 （局及び室の設置並びに分掌事務） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

158条第１項後段の規定により設置する局及び

室並びにその分掌する事務は，次のとおりとす

る。 

   略 

文化スポーツ局 

⑴ スポーツに関する事項 

⑵ 文化に関する事項 

⑶ 図書館及び博物館に関する事項 

 

 

福祉局 

(1),(2) 略 

(3) 保健衛生に関する事項 

健康局 

⑴ 健康に関する事項 

⑵ 保健衛生に関する事項 
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（参考 ２） 

神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例 

に関する条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号 以下「法律」という）第23

条第１項の規定に基づき，教育に関する事務の

うちスポーツに関すること（学校における体育

に関することを除く。）については，市長が管理

し，及び執行するものとする。 

⑴ 図書館，博物館，美術館及び神戸市生涯学

習支援センター（以下「特定社会教育機関」

という。）の設置，管理及び廃止に関するこ

と（法第21条第７号から第９号まで及び第12

号に掲げる事務のうち，特定社会教育機関の

みに係るものを含む。）。 

⑵ スポーツに関すること（学校における体育

に関することを除く。）。 

⑶ 文化に関すること。 

（改 正 案） 

 

        。以下「法」という。 

            次に掲げる教育に関す

る事務 

 

 

⑴ 図書館，博物館，美術館及び神戸市生涯学

習支援センター（以下「特定社会教育機関」

という。）の設置，管理及び廃止に関すること

（法第21条第７号から第９号まで及び第12号

に掲げる事務のうち，特定社会教育機関のみ

に係るものを含む。）。 

⑵ スポーツに関すること（学校における体育

に関することを除く。）。 

⑶ 文化に関すること。 
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（参考 ３） 

神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（ケースワーク業務手当） 

第６条 ケースワーク業務手当は，保健福祉局生

活福祉部保護課更生センター若しくは保健所調

整課，精神保健福祉センター若しくは保健セン

ター，こども家庭局こども育成部総合療育セン

ター，東部療育センター若しくは西部療育セン

ター若しくはこども家庭センター又は区役所保

健福祉部（北神区役所保健福祉課及び区役所支

所保健福祉課を含む。以下同じ。）に勤務する

職員でケースワーク業務のうち規則で定めるも

のに従事するものに対して支給し，その額は，

日額500円とする。 

（児童発達支援センター療育手当） 

第８条 児童発達支援センター療育手当は，こど

も家庭局こども育成部総合療育センター，東部

療育センター又は西部療育センターに勤務する

職員でまるやま学園，ひまわり学園又はのばら

学園の肢体不自由のある児童に対する整肢指

導，言語訓練又は生活指導等の療育業務に従事

するものに対して支給し，その額は，日額250

円とする。 

（児童自立支援業務手当） 

第10条 児童自立支援業務手当は，こども家庭

局こども育成部若葉学園（以下この条において

「若葉学園」という。）に勤務する職員で次の

各号に掲げる業務に従事する者に対して支給

し，その額は，それぞれ当該各号に定める額

（第１号及び第２号に掲げる業務に従事する者

に対しては，第１号に定める額）とする。 

（改 正 案） 

（ケースワーク手当） 

第６条 ケースワーク業務手当は，福祉局保護課

更生センター，健康局保健所保健課若しくは精

神保健福祉センター，こども家庭局総合療育セ

ンター，東部療育センター若しくは西部療育セ

ンター若しくはこども家庭センター又は区役所

保健福祉部（北神区役所保健福祉課及び区役所

支所保健福祉課を含む。以下同じ。）に勤務す

る職員でケースワーク業務のうち規則で定める

ものに従事するものに対して支給し，その額

は，日額500円とする。 

（児童発達支援センター療育手当） 

 

第８条 児童発達支援センター療育手当はこど

も家庭局総合療育センター，東部療育センタ

ー又は西部療育センターに勤務する職員でま

るやま学園，ひまわり学園又はのばら学園の

肢体不自由のある児童に対する整肢指導，言

語訓練又は生活指導等の療育業務に従事する

ものに対して支給し，その額は，日額250円と

する。 

（児童自立支援業務手当） 

第10条 児童自立支援業務手当は，こども家庭

局若葉学園（以下この条において「若葉学

園」という。）に勤務する職員で次の各号に掲

げる業務に従事する者に対して支給し，その

額は，それぞれ当該各号に定める額（第１号

及び第２号に掲げる業務に従事する者に対し

ては，第１号に定める額）とする。 
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⑴～⑶ 略 

（食肉衛生検査業務手当） 

第12条 食肉衛生検査業務手当は，保健福祉局

保健所食肉衛生検査所に勤務する職員で食肉の

衛生検査業務に従事するものに対して支給し，

その額は，日額700円とする。 

（鳥獣捕獲業務手当） 

第15条 鳥獣捕獲業務手当は，経済観光局農政

部に勤務する職員で鳥獣による農林水産業等に

係る被害の防止のための特別措置に関する法律

（平成19年法律第134号）第４条第１項の規定

により本市が策定する被害防止計画に基づく対

象鳥獣の捕獲のために山間部で行う業務に従事

するものに対して支給し，その額は，日額450

円とする。 

（切迫とさつ業務手当） 

第17条 切迫とさつ業務手当は，保健福祉局保

健所食肉衛生検査所又は経済観光局中央卸売市

場運営本部西部市場に勤務する職員で切迫とさ

つ業務に従事するものに対して支給し，その額

は，日額500円とする。 

（清掃工場業務手当） 

第22条 清掃工場業務手当は，環境局事業部ク

リーンセンターに勤務する技術職員でごみの焼

却，処分又は施設の保全等の業務に従事するも

のに対して支給し，その額は，日額700円とす

る。 

（犬猫等放置死体処理手当） 

第23条 犬猫等放置死体処理手当は，環境局事

業部事業所又は港湾局みなと振興部海務課に勤

務する職員で市民からの通報その他の通報によ

る犬，猫等の放置死体の処理業務に従事するも

のに対して支給し，その額は，１件につき250

 

（食肉衛生検査業務手当） 

第12条 食肉衛生検査業務手当は，健康局保健

所食肉衛生検査所に勤務する職員で食肉の衛

生検査業務に従事するものに対して支給し，

その額は，日額700円とする。 

（鳥獣捕獲業務手当） 

第15条 鳥獣捕獲業務手当は，経済観光局農政

部に勤務する職員で鳥獣による農林水産業等

に係る被害防止のための特別措置に関する法

律（平成19年法律第134号）第4条第1項の規

定により本市が策定する被害防止計画に基づ

く対象鳥獣の捕獲のために山間部で行う業務

に従事するものに対して支給し，その額は，

日額450円とする。 

（切迫とさつ業務手当） 

第17条 切迫とさつ業務手当は     健康局保健所

食肉衛生検査所又は経済観光局中央卸売市場

運営本部西部市場に勤務する職員で切迫とさ

つ業務に従事するものに対して支給し，その

額は，日額500円とする。 

（清掃工場業務手当） 

第22条 清掃工場業務手当は，環境局クリーン

センターに勤務する技術職員でごみの焼却，

処分又は施設の保全等の業務に従事するもの

に対して支給し，その額は，日額700円とす

る。 

（犬猫等放置死体処理手当） 

第23条 犬猫等放置死体処理手当は，環境局事

業所   又は港湾局海務課に勤務する職員で

市民からその通報その他の通報による犬，猫

等の放置死体の処理業務に従事するものに対

して支給し，その額は，1件につき250円とす
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円とする。 

（船長等業務手当） 

第27条 船長等業務手当は，港湾局みなと振興

 部海務課に勤務する船長，機関長，航海士又

 は機関士で港湾局に所属する船舶における船

 長又は機関長の業務に従事するものに対して

 支給し，その額は，日額150円とする。 

（粉じん作業手当） 

第28条 粉じん作業手当は，都市局新都市事業

部又は港湾局工務・防災部に勤務する職員で埋

立工事の現場又は開発造成地等における粉じん

下の業務に従事するものに対して支給し，その

額は，日額150円とする。 

（消防職員手当） 

第36条 消防職員手当は，次の各号に掲げる業

務に従事する職員に対して支給し，その額は，

それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 小隊を指揮する職務であって消防長が定め

るもの，専任救助隊若しくは救急隊の業務又

は管制業務 日額300円を超えない範囲内に

おいて消防長が定める額 

⑺ 略 

２～４ 略 

る。 

（船長等業務手当） 

第27条 船長等業務手当は，港湾局海務課に勤

務する船長，機関長，航海士又は機関士で港

湾局に所属する船舶における船長又は機関長

の業務に従事するものに対して支給し，その

額は，日額150円とする。 

（粉作業手当） 

第28条 粉じん作業手当は，都市局新都市事業

部又は港湾局工務・防災部に勤務する職員で

埋立工事の現場又は開発造成地等における粉

じん下の業務に従事するものに対して支給

し，その額は，日額150円とする。 

（消防職員手当） 

第36条 消防職員手当は，次の各号に掲げる業

務に従事する職員に対して支給し，その額

は，それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴～⑸ 略 

⑹ 小隊を指揮する職務であって消防長が定め

るもの，特別救助隊若しくは救急隊の業務又

は管制業務日額300円を超えない範囲内にお

いて消防長が定める額 

⑺ 略 

２～４ 略 
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（参考 ４） 

神戸市障害者施策推進協議会条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は，保健福祉局において処

理する。 

（改 正 案） 

（庶務） 

条 協議会の庶務は，   福祉局において処理す

る。 
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（参考 ５） 

神戸市市民福祉調査委員会条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第７

条第２項及び精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神

保健福祉法」という。）第９条第１項の規定に

基づく審議会その他の合議制の機関として，神

戸市市民福祉調査委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，保健福祉局又は教育委

員会事務局（社会福祉に関する事項に係る庶務

にあっては，保健福祉局）において処理する。 

（改 正 案） 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第７

条第１項及び精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神

保健福祉法」という。）第９条第１項の規定に

基づく審議会その他の合議制の機関として，神

戸市市民福祉調査委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

  (庶務) 

第７条 委員会の庶務は，福祉局，健康局又は教

育委員会事務局（社会福祉に関する事項に係る

にあっては，福祉局）において処理する。 
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（参考 ６） 

地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，保健福祉局において処

理する。 

（改 正 案） 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は，健康局において処理す

る。 

 

（　73　）



（参考 ７） 

公立大学法人神戸市看護大学評価委員会条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は，保健福祉局において処

理する。 

（改 正 案） 

（庶務） 

７条 委員会の庶務は， 健康局において処理す

る。 
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（参考 ８） 

神戸市立図書館条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

 （入館の制限等） 

第４条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対しては，図書館への入館を拒絶

し，図書館からの退去を命じ，又は図書館の施

設若しくは図書館資料の利用を禁止することが

できる。 

 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第５条 何人も，図書館内において，次に掲げる

行為をしてはならない。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

図書館の管理上支障があると認める行為 

（図書館協議会） 

第７条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者その他教育委員会が適当

であると認める者の中から教育委員会が委嘱す

る。 

３～５ 略 

６ 前各項に定めるもののほか，協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は，教育委員会規則で

定める。 

（指定管理者の指定等） 

第８条 教育委員会は，次に掲げる図書館の管理

に関する業務を図書館の管理について地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項

の規定による教育委員会の指定を受けたもの

（改 正 案） 

（庶務） 

市長 市長は，次の各号のいずれかに該当

する者に対しては，図書館への入館を拒絶し，図書館

からの退去を命じ，又は図書館の施設若しくは図書館

資料の利用を禁止することができる。 

 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第５条 何人も，図書館内において，次に掲げる行

為をしてはならない。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が図書館の

管理上支障があると認める行為市長 

（図書館協議会） 

第７条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関係

者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者その他市長が適当である   

              市長 

３～５ 略        市長 

６ 前各項に定めるもののほか，協議会の組織及び

運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

（指定管理者の指定等） 

              規則 

第８条 市長は，次に掲げる図書館の管理に関する

業務を図書館の管理について地方自治法（ 

市長和22年法律第67号）第号）第244条の２

第３項の規定によ市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる 

        市長 
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（以下「指定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 略 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第４条及び第５条第６号の規定の適

用については，これらの規定中「教育委員会」

とあるのは，「第８条第１項に規定する指定管

理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第９条 図書館の開館時間，休館日その他この条

例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規則

で定める。 

 

 ⑴～⑶ 略 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，市長が定める業 

  

⑷ 前３号に掲げるもののほか 市長 市長は，指

定管理者の指定をし，又はその指定を取り消した ，

   市長の旨を告示するものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場合

における第４条及び第５条第６号の規定の適用に

ついては，これらの規定中「市長」とあるのは，

「第８条第１項に規定する指定管理者 

市長とする。 

（施行細目の委任） 

第９条 図書館の開館時間，休館日その他この条例

の施行に関し必要な事項は，規則で定める。７条

 委員会の庶務は，おいて処理する。 

               規則 
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（参考 ９） 

神戸市都市景観条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（保存計画） 

第20条 教育委員会は，保存地区が定められたと

きは，神戸市文化財の保護及び文化財等を取り

巻く文化環境の保全に関する条例（平成９年３

月条例第50号）第９章に定める神戸市文化財保

護審議会（以下「文化財保護審議会」という。）

の意見を聴いて，当該保存地区の保存に関する

計画（以下「保存計画」という。）を定めるもの

とする。 

２ 略 

３ 教育委員会は，第１項の保存計画を定めたと

きは，これを告示しなければならない。 

４ 略 

（現状変更行為の規制） 

第21条 保存地区内において，次の各号に掲げる

行為を行おうとする者は，あらかじめ，市長及

び教育委員会の許可を受けなければならない。 

 ⑴～⑸ 略 

２ 前項の規定は，通常の管理行為，軽易な行為

その他の行為で規則及び教育委員会規則で定め

るものについては適用しない。 

３ 市長及び教育委員会は，第１項の許可を与え

る場合には，保存地区の保存のために必要な限

度において条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第22条 市長及び教育委員会は，前条第１項各号

に掲げる行為が市長にあつては次の各号に定め

る基準のうち第８号に定めるものに，教育委員

会にあつては次の各号に定める基準に適合して

（改 正 案） 

（保存計画） 

第20条 市長は，保存地区が定められたときは，

神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文

化環境の保全に関する条例（平成９年３月条例

第50号）第９章に定める神戸市文化財保護審議

会（以下「文化財保護審議会」という。）の意見

を聴いて，当該保存地区の保存に関する計画

（以下「保存計画」という。）を定めるものとす

る。 

２ 略 

３ 市長は，第１項の保存計画を定めたときは，

これを告示しなければならない。 

４ 略 

（現状変更行為の規制） 

第21条 保存地区内において，次の各号に掲げる

行為を行おうとする者は，あらかじめ，市長及

び教育委員会の許可を受けなければならない。 

 ⑴～⑸ 略 

２ 前項の規定は，通常の管理行為，軽易な行為

その他の行為で規則及び教育委員会規則で定め

るものについては適用しない。 

３ 市長及び教育委員会は，第１項の許可を与え

る場合には，保存地区の保存のために必要な限

度において条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第22条 市長及び教育委員会は，前条第１項各号

に掲げる行為が市長にあつては次の各号に定め

る基準のうち第８号に定めるものに，教育委員

会にあつては次の各号に定める基準に適合して

（　77　）



 

いないと認める場合は，同項の規定による許可

をしてはならない。 

 ⑴～⑻ 略 

（国の機関等に関する特例） 

第23条 第21条第１項の規定は，国若しくは地方

公共団体の機関又は法令の規定により国の行政

機関若しくは地方公共団体とみなされた法人

（以下「国の機関等」という。）が行う行為につ

いては適用しない。この場合において，当該国

の機関等は，その行為を行おうとするときは，

あらかじめ，市長及び教育委員会に協議しなけ

ればならない。 

第24条 第21条第１項及び前条の規定は，都市計

画事業の施行として行う行為，道路，都市公園

若しくは公園施設，公衆電話施設，電気若しく

はガス工作物又は水道若しくは下水道の設置又

は管理に係る行為その他の行為で規則及び教育

委員会規則で定めるものについては適用しな

い。この場合において，第21条第１項の許可又

は前条の協議に係る行為を行おうとするとき

は，あらかじめ，市長及び教育委員会にその旨

を通知しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第25条 市長及び教育委員会は，次の各号のいず

れかに該当する者に対して，保存地区の保存の

ため必要な限度において，第21条第１項の許可

を取り消し，又は工事その他の行為の停止を命

じ，若しくは相当の期限を定めて，建築物その

他の工作物の改築，移転又は除却その他違反を

是正するため必要な措置をとることを命ずるこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 略 

（施行の細目） 

いないと認める場合は，同項の規定による許可

をしてはならない。 

 ⑴～⑻ 略 

（国の機関等に関する特例） 

第23条 第21条第１項の規定は，国若しくは地方

公共団体の機関又は法令の規定により国の行政

機関若しくは地方公共団体とみなされた法人

（以下「国の機関等」という。）が行う行為につ

いては適用しない。この場合において，当該国

の機関等は，その行為を行おうとするときは，

あらかじめ，市長及び教育委員会に協議しなけ

ればならない。 

第24条 第21条第１項及び前条の規定は，都市計

画事業の施行として行う行為，道路，都市公園

若しくは公園施設，公衆電話施設，電気若しく

はガス工作物又は水道若しくは下水道の設置又

は管理に係る行為その他の行為で規則及び教育

委員会規則で定めるものについては適用しな

い。この場合において，第21条第１項の許可又

は前条の協議に係る行為を行おうとするとき

は，あらかじめ，市長及び教育委員会にその旨

を通知しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第25条 市長及び教育委員会は，次の各号のいず

れかに該当する者に対して，保存地区の保存の

ため必要な限度において，第21条第１項の許可

を取り消し，又は工事その他の行為の停止を命

じ，若しくは相当の期限を定めて，建築物その

他の工作物の改築，移転又は除却その他違反を

是正するため必要な措置をとることを命ずるこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 略 

（施行の細目） 
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第37条 この条例の施行に関し必要な事項は，規

則又は教育委員会規則で定める。 

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は，30

万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 略 

⑵ 第25条第１項の規定による市長及び教育委

員会の命令に違反した者 

 ⑶，⑷ 略 

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は，規

則又は教育委員会規則で定める。 

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は，30

万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 略 

⑵ 第25条第１項の規定による市長及び教育委

員会の命令に違反した者 

 ⑶，⑷ 略 
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（参考 10） 

神戸市立博物館条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（事業） 

第３条 博物館は，第１条の目的を達成するた

め，次の各号に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ その他教育委員会が必要と認める事業 

（観覧料等） 

第４条 略 

２  博物館において開催される展示を観覧しよ

うとする者は，次の各号に掲げる展示の区分

に応じ，それぞれ当該各号に定める額の観覧

料を納付しなければならない。 

⑴ 略 

⑵ 特別展 2,000 円の範囲内において教育委

員会が定める額 

３ 教育委員会は，博物館で開催される展示の観

覧について，定期券その他の教育委員会規則で

定める特別利用券を発行することができる。 

４ 前項の特別利用券の料金は，4,000円の範囲内

において教育委員会規則で定める額とする。 

５ 第２項の観覧料（前項の料金を含む。次条，

第６条，第７条，第10条及び第13条第１項第３

号において同じ。）を納付しなければ立ち入るこ

とができない区域は，教育委員会規則で定め

る。 

（観覧料の納付） 

第５条 観覧料は，前納しなければならない。た

だし，教育委員会規則で定める特別の理由があ

るときは，この限りでない。 

（観覧料の減免） 

（改 正 案） 

（事業） 

第３条 博物館は，第１条の目的を達成するた

め，次の各号に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ その他市長が必要と認める事業 

（観覧料等） 

第４条 略 

２  博物館において開催される展示を観覧しよ

うとする者は，次の各号に掲げる展示の区分

に応じ，それぞれ当該各号に定める額の観覧

料を納付しなければならない。 

⑴ 略 

⑵ 特別展 2，000 円の範囲内において市長

が定める額 

３ 市長は，博物館で開催される展示の観覧につ

いて，定期券その他の   規則で定める特別

利用券を発行することができる。 

４ 前項の特別利用券の料金は，4，000円の範囲

内において規則で定める額とする。 

５ 第２項の観覧料（前項の料金を含む。次条，

第６条，第７条，第10条及び第13条第１項第３

号において同じ。）を納付しなければ立ち入るこ

とができない区域は，規則で定める。 

 

（観覧料の納付） 

第５条 観覧料は，前納しなければならない。た

だし，規則で定める特別の理由があるときは，

この限りでない。 

（観覧料の減免） 
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第６条 教育委員会は，教育委員会規則で定める

特別の理由があるときは，観覧料を減額し，又

は免除することができる。 

（観覧料の返還） 

第７条 既納の観覧料は，返還しない。ただし，

教育委員会規則で定める特別の理由があるとき

は，その全部又は一部を返還することができ

る。 

（資料の特別利用） 

第８条 博物館資料の熟覧，模写，模造，撮影等

をしようとする者は，教育委員会規則で定める

ところにより教育委員会の許可を受けなければ

ならない。 

（施設の特別利用） 

第９条 教育委員会は，第１条の目的を達成する

ために必要があると認めるとき（教育委員会規

則で定める特別の理由があるときに限る。）は，

教育委員会規則で定めるところにより，博物館

の一部の施設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可の対象となる施設については，教

育委員会規則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

⑴ 略 

⑵ 教育委員会が前号に掲げる費用に準ずるも

のであると認める費用 

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第１項の許可を受けた者の負担とすべき

費用の額が分からないときは，同項の許可を受

けた者は，教育委員会が定めた基準により算定

第６条 市長は    規則で定める特別の理由

があるときは，観覧料を減額し，又は免除する

ことができる。 

（観覧料の返還） 

第７条 既納の観覧料は，返還しない。ただし，

規則で定める特別の理由があるときは，その全

部又は一部を返還することができる。 

 

（資料の特別利用） 

第８条 博物館資料の熟覧，模写，模造，撮影等

をしようとする者は，規則で定めるところによ

り     市長の許可を受けなければならな

い。 

（施設の特別利用 

第９条 市長は，第１条の目的を達成するために

ために必要があると認めるとき（規則で定 に  

 

規則で定めるところ象となる施設について

は ， 

２ 前項の許可の対象となる施設については，規

則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

⑴ 略 

⑵ 市長が前号に掲げる費用に準ずるもので 

と認める費用 

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第１項の許可を受けた者の負担とすべき

費用の額が分からないときは，同項の許可を受

けた者は，市長が定めた基準により算定した金
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した金額を，前項各号に掲げる費用として負担

するものとする。 

（入館の制限） 

第10条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対して，入館（観覧料を納付しなけ

れば立ち入ることができない区域への立入りを

含む。第３号において同じ。）を拒絶し，又は退

去を命ずることができる。 

⑴，⑵ 略 

⑶ その他教育委員会が入館を不適当と認める 

 者 

（損害の賠償等） 

第11条 入館者は，博物館の施設，設備，博物館

資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したとき

は，教育委員会の指示するところに従い，これ

を原状に復し，又はその損害を賠償しなければ

ならない。 

（博物館協議会） 

第12条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者その他教育委員会が適当

であると認める者の中から教育委員会が委嘱す

る。 

３，４ 略 

５ 前各項に規定するもののほか，協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は，教育委員会規則

で定める。 

（指定管理者の指定等） 

第13条 教育委員会は，次に掲げる博物館の管理

に関する業務を博物館の管理について地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の

規定による教育委員会の指定を受けたもの（以

額を，前項各号に掲げる費用として負担するも

のとする。 

（入館の制限） 

第10条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対して，入館（観覧料を納付しなければ立

ち入ることができない区域への立入りを含む。

第３号において同じ。）を拒絶し，又は退去を命

ずることができる。 

⑴，⑵ 略 

⑶ その他市長が入館を不適当と認める者 

(損害の賠償等) 

 

第11条 入館者は，博物館の施設，設備，博物館

資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したとき

は，市長の指示するところに従い，これを原状

に復し，又はその損害を賠償しなければならな

い。 

（博物館協議会） 

第12条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者その他市長が適当である

と認める者の中から   市長が委嘱する。 

 

３，４ 略 

５ 前各項に規定するもののほか，協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

（指定管理者の指定等） 

第13条 市長は，次に掲げる博物館の管理に関す

る業務を博物館の管理について地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

よる   市長の指定を受けたもの（以下「指
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下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

 ⑴～⑷ 略 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第６条，第８条，第９条及び第10条

の規定の適用については，第６条中「教育委員

会は」とあるのは「第13条第１項に規定する指

定管理者は」と，第８条中「教育委員会の」と

あるのは「第13条第１項に規定する指定管理者

の」と，第９条第１項中「教育委員会は」とあ

るのは「第13条第１項に規定する指定管理者

は」と，同条第４項第２号及び第５項並びに第

10条中「教育委員会」とあるのは「第13条第１

項に規定する指定管理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 博物館の休館日及び開館時間その他この

条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規

則で定める。 

定管理者」という。）に行わせることができる。 

 

 ⑴～⑷ 略 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が定める

業務 

２ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を取り消したときは，その旨を告示するもの

とする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第６条，第８条，第９条及び第10条

の規定の適用については，第６条中「市長は」

とあるのは「第13条第１項に規定する指定管理

者は」と，第８条中「   市長の」とあるの

は「第13条第１項に規定する指定管理者の」

と，第９条第１項    市長は」とあるのは

「第13条第１項に規定する指定管理者は」と，

同条第４項第２号及び第５項並びに第10条中

「   市長」とあるのは「第13条第１項に規

定する指定管理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 博物館の休館日及び開館時間その他この

条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 
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（参考 11） 

神戸市埋蔵文化財センター条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（事業） 

第３条 センターは，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

必要と認める事業 

（観覧料等） 

第４条 略 

２ 前項の規定にかかわらず，センターにおいて

開催される特別展示を観覧しようとする者は，

1,000円の範囲内でその都度教育委員会が定める

額の観覧料を納付しなければならない。 

３ 観覧料は，前納しなければならない。ただ

し，教育委員会規則で定める特別の理由がある

ときは，この限りでない。 

（観覧料の減免） 

第５条 教育委員会は，公益を目的とするときそ

の他教育委員会規則で定める特別の理由がある

ときは，観覧料を減額し，又は免除することが

できる。 

（観覧料の返還） 

第６条 既納の観覧料は，返還しない。ただし，

教育委員会規則で定める特別の理由があるとき

は，その全部又は一部を返還することができ

る。 

（入館の制限等） 

第７条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対して，センターヘの入館を拒絶

し，又はセンターからの退去を命じることがで

（改 正 案） 

（事業） 

第３条 センターは，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と

認める事業 

（観覧料等） 

第４条 略 

２ 前項の規定にかかわらず，センターにおいて

開催される特別展示を観覧しようとする者は，

1，000円の範囲内でその都度市長が定める額の観

覧料を納付しなければならない。 

３ 観覧料は，前納しなければならない。ただ

し，規則で定める特別の理由があるときは，こ

の限りでない。 

（観覧料の減免） 

第５条 市長は，公益を目的とするときその他  

規則で定める特別の理由があるときは，観

覧料を減額し，又は免除することができ

る。 

（観覧料の返還） 

第６条 既納の観覧料は，返還しない。ただし，

規則で定める特別の理由があるときは，その全

部又は一部を返還することができる。 

 

（入館の制限等） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対して，センターヘの入館を拒絶し，又はセ

ンターからの退去を命じることができる。 
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きる。 

⑴，⑵ 略 

⑶  前２号に掲げるもののほか，教育委員会規

則で定める者 

（資料の貸出し） 

第８条 教育，学術若しくは文化に関する機関若

しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用

しようとする者は，教育委員会の許可を受け，

資料の貸出しを受けることができる。 

（損害の賠償等） 

第９条 センターの施設，設備，資料等を汚損

し，損傷し，又は滅失させた者は，教育委員会

の指示するところに従い，これを原状に回復

し，又はその損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者の指定等） 

第10条 教育委員会は，次に掲げるセンターの管

理に関する業務をセンターの管理について地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定による教育委員会の指定を受けたもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第５条及び第７条の規定の適用につ

いては，これらの規定中「教育委員会は」とあ

るのは，「第10条第１項に規定する指定管理者

は」とする。 

（施行細目の委任） 

 

⑴，⑵ 略 

⑶  前２号に掲げるもののほか，規則で定める者 

 

（資料の貸出し） 

第８条 教育，学術若しくは文化に関する機関若

しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用

しようとする者は，市長の許可を受け，資料の

貸出しを受けることができる。 

（損害の賠償等） 

第９条 センターの施設，設備，資料等を汚損

し，損傷し，又は滅失させた者は，市長の指示

するところに従い，これを原状に回復し，又は

その損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者の指定等） 

第10条 市長は，次に掲げるセンターの管理に関

する業務をセンターの管理について地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規

定による   市長の指定を受けたもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができ

る。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が定める

業 

２ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を取り消したときは，その旨を告示するものと

する。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第５条及び第７条の規定の適用につい 

ては，これらの規定中「   市長は」とあるの

は，「第10条第１項に規定する指定管理者は」とす

る。 

（施行細目の委任） 
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第11条 センターの休館日及び開館時間その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会

規則で定める。 

第11条 センターの休館日及び開館時間その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 
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（参考 12） 

神戸市立小磯記念美術館条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（事業） 

第３条 美術館は，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

必要と認める事業 

（入館料等） 

第４条 美術館に入館しようとする者は，別表に

定める額の入館料を納付しなければならない。

ただし，特別に展示を行う場合の入館料は，

2,000円の範囲内で教育委員会が定める。 

２ 教育委員会は，美術館の入館について，定期

券その他の教育委員会規則で定める特別入館券

を発行することができる。 

３ 前項の特別入館券の料金は，4,000円の範囲内

で教育委員会規則で定める額とする。 

（入館料の納付） 

第５条 入館料（前条第３項の料金を含む。次

条，第７条及び第13条第１項第３号において同

じ。）は，前納しなければならない。ただし，教

育委員会規則で定める特別の理由があるとき

は，この限りでない。 

（入館料の減免） 

第６条 教育委員会は，教育委員会規則で定める

特別の理由があるときは，入館料を減額し，又

は免除することができる。 

（入館料の返還） 

第７条 既納の入館料は，返還しない。ただし，

教育委員会規則で定める特別の理由があるとき

（改 正 案） 

（事業） 

第３条 美術館は，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と

認める事業 

（入館料等） 

第４条 美術館に入館しようとする者は，別表に

定める額の入館料を納付しなければならない。

ただし，特別に展示を行う場合の入館料は，

2,000円の範囲内で市長が定める。 

２ 市長は，   美術館の入館について，定期

券その他の規則で定める特別入館券を発行する

ことができる。 

３ 前項の特別入館券の料金は，4,000円の範囲内

で規則で定める額とする。 

（入館料の納付） 

第５条 入館料（前条第３項の料金を含む。次

条，第７条及び第13条第１項第３号において同

じ。）は，前納しなければならない。ただし，規

則で定める特別の理由があるときは，この限り

でない。 

（入館料の減免） 

第６条 市長は，規則で定める特別の理由がある

ときは，入館料を減額し，又は免除することが

できる。 

（入館料の返還） 

第７条 既納の入館料は，返還しない。ただし，

規則で定める特別の理由があるときは，その全
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は，その全部又は一部を返還することができ

る。 

（資料の特別利用） 

第８条 美術館資料の熟覧，模写，撮影等をしよ

うとする者は，教育委員会規則で定めるところ

により教育委員会の許可を受けなければならな

い。 

（施設の特別利用） 

第９条 教育委員会は，第１条の目的を達成する

ために必要があると認めるとき（教育委員会規

則で定める特別の理由があるときに限る。）は，

教育委員会規則で定めるところにより，美術館

の一部の施設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可の対象となる施設については，教

育委員会規則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 教育委員会が前号に掲げる費用に準ずるも

のであると認める費用  

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第1項の許可を受けた者の負担すべき費用

の額が分からないときは，同項の許可を受けた

者は，教育委員会が定めた基準により算定した

金額を，前項各号に掲げる費用として負担する

ものとする。 

（入館の制限等） 

第10条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対して，入館を拒絶し，又は退館を命

ずることができる。 

部又は一部を返還することができる。 

 

（資料の特別利用） 

第８条 美術館資料の熟覧，模写，撮影等をしよ

うとする者は，規則で定めるところにより 

市長の許可を受けなければならない。 

 

（施設の特別利用） 

第９条 市長は，第１条の目的を達成するため 

に必要があると認めるとき（規則で定める特別

の理由があるときに限る。）は，      

規則で定めるところにより，美術館の一部の施

設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可の対象となる施設については，規

則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 市長が前号に掲げる費用に準ずるものであ

ると認める費用  

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第1項の許可を受けた者の負担すべき費用

の額が分からないときは，同項の許可を受けた 

は，  市長が定めた基準により算定した金額

を，前項各号に掲げる費用として負担するもの

とする。 

（入館の制限等） 

第10条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対して，入館を拒絶し，又は退館を命ずる

ことができる。 
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 ⑴,⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，教育委員会が

支障があると認める者 

（損害の賠償等） 

第11条 入館者は，美術館の施設，設備，美術館

資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したとき

は，教育委員会の指示するところに従い，これ

を原状に復し，又その損害を賠償しなければな

らない。 

（美術館協議会） 

第12条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者その他教育委員会が適当

であると認める者の中から教育委員会が委嘱す

る。 

３，４ 略  

５ 前各項に規定するもののほか，協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は，教育委員会規則

で定める。 

（指定管理者の指定等） 

第13条 教育委員会は，次に掲げる美術館の管理

に関する業務を美術館の管理について地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の

規定による教育委員会の指定を受けたもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

 ⑴～⑷ 略 

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

 ⑴～⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，市長が支障が

あると認める者 

 

（損害 入館者は，美術館の施設，設備，美術館

資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したとき

は，市長の指示するところに従い，これを原状

に復し，又その損害を賠償しなければならな

い。 

（美術館協議会） 

第12条 略 

２ 協議会の委員は，学校教育及び社会教育の関

係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者その他市長が適当である

と認める者の中から   市長が委嘱する。 

４ 協議会の委員の任期は２年とし，補欠委員の

任 

５ 前各項に規定するもののほか，協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

（指定管理者の指定等） 

第13条 市長は，次に掲げる美術館の管理に関す

る業務を美術館の管理について地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

よる   市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

 

 ⑴～⑷ 略 

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が定める

業務 

２ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を取り消したときは，その旨を告示するもの

とする。 
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３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第６条，第８条，第９条及び第10条

の規定の適用については，第６条中「教育委員

会は」とあるのは「第13条第１項に規定する指

定管理者は」と，第８条中「教育委員会の」と

あるのは「第13条第１項に規定する指定管理者

の」と，第９条第１項中「教育委員会は」とあ

るのは「第13条第１項に規定する指定管理者

は」と，同条第４項第２号及び第５項並びに第

10条中「教育委員会」とあるのは「第13条第１

項に規定する指定管理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 美術館の休館日及び開館時間その他この

条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規

則で定める。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第６条，第８条，第９条及び第10条 

あ規定の適用については，第６条中「市長は」と

あるのは「第13条第１項に規定する指定管理者   

は    」と，第８条中「市長の」とあるの

は「第13条第１項に規定する指定管理者の」

と，第９条第１項中「  市長は」とあるのは

「第13条第１項に規定する指定管理者は」と，

同条第４項第２号及び第５項並びに第10条中

「   市長」とあるのは「第13条第１項に規

定する指定管理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 美術館の休館日及び開館時間その他この

条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 
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（参考 13） 

神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（指定） 

第６条 教育委員会は，有形文化財（兵庫県文化 

財保護条例（昭和39年兵庫県条例第58号。以下

「県条例」という。）第４条第１項の規定により

兵庫県指定重要有形文化財に指定されたものを

除く。）のうち重要なものを神戸市指定有形文化

財に指定することができる。 

２，３ 略 

４ 第１項の規定により指定をしたときは，教育

委員会は，当該神戸市指定有形文化財の所有者

に指定書を交付しなければならない。 

（解除） 

第７条 神戸市指定有形文化財が神戸市指定有形

文化財としての価値を失ったときその他特別の

理由があるときは，教育委員会は，その指定を

解除することができる。 

２ 略 

３ 前項において準用する前条第２項の規定によ

る指定の解除の通知を受けたとき又は同条第１

項の規定による指定の効力が失われたときは，

当該神戸市指定有形文化財の所有者は，速やか

に，指定書を教育委員会に返付しなければなら

ない。 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第８条 神戸市指定有形文化財の所有者（以下こ

の章において単に「所有者」という。）は，この

条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教

育委員会の指示に従い，神戸市指定有形文化財

を管理しなければならない。 

（改 正 案） 

（指定） 

第６条 市長は，有形文化財（兵庫県文化財保護

条例 

（昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」

という。）第４条第１項の規定により兵庫県指

定重要有形文化財に指定されたものを除く。）

のうち重要なものを神戸市指定有形文化財に指

定することができる。 

４ 第１項の規定により指定をしたときは，市長

は，当該神戸市指定有形文化財の所有者に指定

書を交付しなければならない。 

（解除） 

第７条  

しての価値を失ったときその他特別の理由があ

るときは，    市長は，その指定を解除す

ることができる。 

２ 略 

３ 前項において準用する前条第２項の規定によ

る指定の解除の通知を受けたとき又は同条第１

項の規定による指定の効力が失われたときは，

当該神戸   

市長に返付しなければならない。 

 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第８ 

て単に「所有者」という。）は，この条例並び 

これに基づく     規則及び市長の指示に

従い，神戸市指定有形文化財を管理しなければ

ならない。 
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２ 略 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したとき

は，所有者は，速やかに，その旨を教育委員会

に届け出なければならない。管理責任者を解任

した場合も，同様とする。 

４ 略 

（所有者又は管理責任者の変更） 

第９条 所有者が変更したときは，新所有者は，

速やかに，旧所有者に対し交付された指定書を

添えて，その旨を教育委員会に届け出なければ

ならない。 

２ 所有者は，管理責任者を変更したときは，速

やかに，その旨を教育委員会に届け出なければ

ならない。 

３ 所有者又は管理責任者は，その氏名若しくは

名称又は住所を変更したときは，速やかに，そ

の旨を教育委員会に届け出なければならない。

氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係

るときは，届出の際指定書を添えなければなら

ない。 

（滅失，損傷等） 

第10条 神戸市指定有形文化財の全部又は一部が

滅失し，若しくは損傷し，又はこれを亡失し，

若しくは盗み取られたときは，所有者（管理責

任者がある場合は，その者。次条において同

じ。）は，速やかに，その旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

（所在の変更） 

第11条 神戸市指定有形文化財の所在の場所を変

更しようとするときは，所有者は，あらかじ

め，指定書を添えて，その旨を教育委員会に届

け出なければならない。ただし，教育委員会規

則で定める場合は，この限りでない。 

 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したとき

は，所有者は，速やかに，その旨を市長に届け

出なければならない。管理責任者を解任した場

合も，同様とする。 

４ 略 

（所有者又は管理責任者の変更） 

第９条 所有者が変更したときは，新所有者は，

速やかに，旧所有者に対し交付された指定書を

添えて，その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 所有者は，管理責任者を変更したときは，速

やかに，その旨を市長に届け出なければならな

い。 

３ 所有者又は管理責任者は，その氏名若しくは

名称又は住所を変更したときは，速やかに，そ

の旨を市長に届け出なければならない。氏名若

しくは名称又は住所の変更が所有者に係るとき

は，届出の際指定書を添えなければならない。 

 

（滅失，損傷等） 

第10条 神戸市指定有形文化財の全部又は一部が

滅失し，若しくは損傷し，又はこれを亡失し，

若しくは盗み取られたときは，所有者（管理責

任者がある場合は，その者。次条において同

じ。）は，速やかに，その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

（所在の変更） 

第11条 神戸市指定有形文化財の所在の場所を変

更しようとするときは，所有者は，あらかじ

め，指定書を添えて，その旨を市長に届け出な

ければならない。ただし，   規則で定める

場合は，この限りでない。 
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 （管理又は修理の補助） 

第13条 略 

２  前項の規定により補助金を交付する場合に

は，教育委員会は，その補助の条件として管理

又は修理に関し必要な事項を指示することがで

きる。ただし，第15条第１項又は第２項の規定

による勧告に基づいて前項の管理又は修理のた

めの経費の一部に充てさせるため同項の補助金

を交付する場合は，この限りでない。 

３ 教育委員会は，必要があると認めるときは，

第１項の補助金を交付する神戸市指定有形文化

財の管理又は修理について指揮監督することが

できる。 

（管理又は修理に関する勧告） 

第15条 神戸市指定有形文化財を管理する者が不

適任なため又は管理が適当でないため神戸市指

定有形文化財が滅失し，損傷し，又は盗み取ら

れるおそれがあると認めるときは，教育委員会

は，所有者又は管理責任者に対し，管理方法の

改善，防火施設その他の保存施設の設置その他

管理に関し必要な措置を勧告することができ

る。 

２ 神戸市指定有形文化財が損傷している場合に

おいて，その保存のため必要があると認めると

きは，教育委員会は，所有者に対し，その修理

について必要な勧告をすることができる。 

（補助に係る指定有形文化財譲渡の場合の納付

金） 

第16条 市が修理又は滅失，損傷若しくは盗難の

防止の措置（以下この条において「修理等」と

いう。）につき第13条第１項の規定により補助金

を交付した神戸市指定有形文化財のその当時に

おける所有者又はその相続人，受遺者若しくは

 （管理又は修理の補助） 

第13条 略 

２  前項の規定により補助金を交付する場合に

は，市長は，その補助の条件として管理又は修

理に関し必要な事項を指示することができる。

ただし，第15条第１項又は第２項の規定による

勧告に基づいて前項の管理又は修理のための経

費の一部に充てさせるため同項の補助金を交付

する場合は，この限りでない。 

３ 市長は，必要があると認めるときは，第１項

の補助金を交付する神戸市指定有形文化財の管

理又は修理について指揮監督することができ

る。 

（管理又は修理に関する勧告） 

第15条 神戸市指定有形文化財を管理する者が不

適任なため又は管理が適当でないため神戸市指

定有形文化財が滅失し，損傷し，又は盗み取ら

れるおそれがあると認めるときは，市長は，所

有者又は管理責任者に対し，管理方法の改善，

防火施設その他の保存施設の設置その他管理に

関し必要な措置を勧告することができる。 

 

２ 神戸市指定有形文化財が損傷している場合に

おいて，その保存のため必要があると認めると

きは，市長は，所有者に対し，その修理につい

て必要な勧告をすることができる。 

（補助に係る指定有形文化財譲渡の場合の納付

金） 

第16条 市が修理又は滅失，損傷若しくは盗難の

防止の措置（以下この条において「修理等」と

いう。）につき第13条第１項の規定により補助金

を交付した神戸市指定有形文化財のその当時に

おける所有者又はその相続人，受遺者若しくは
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受贈者（第２次以下の相続人，受遺者又は受贈

者を含む。）は，補助に係る修理等が行われた後

当該神戸市指定有形文化財を有償で譲り渡した

場合においては，当該補助金の額の合計額から

当該修理等が行われた後神戸市指定有形文化財

の修理等のため自己の費した金額を控除して得

た金額（以下この条において「納付金額」とい

う。）を，教育委員会規則で定めるところによ

り，市に納付しなければならない。 

２ 補助に係る修理等が行われた後，当該神戸市

指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他教

育委員会規則で定める特別の理由がある場合に

は，教育委員会は，納付金額の全部又は一部の

納付を免除することができる。 

３ 納付金額の算定に関し必要な事項は，教育委

員会規則で定める。 

（現状変更等の制限） 

第17条 神戸市指定有形文化財に関しその現状を

変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするときは，教育委員会の許可を受けな

ければならない。ただし，現状の変更について

は維持の措置又は非常災害のために必要な応急

措置を執る場合，保存に影響を及ぼす行為につ

いては影響の軽微である場合は，この限りでな

い。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲

は，教育委員会規則で定める。 

３ 教育委員会は，第１項の許可を与える場合に

おいて，その許可の条件として同項の現状の変

更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指

示をすることができる。 

４ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件

に従わなかったときは，教育委員会は，許可に

受贈者（第２次以下の相続人，受遺者又は受贈

者を含む。）は，補助に係る修理等が行われた後

当該神戸市指定有形文化財を有償で譲り渡した

場合においては，当該補助金の額の合計額から

当該修理等が行われた後神戸市指定有形文化財

の修理等のため自己の費した金額を控除して得

た金額（以下この条において「納付金額」とい

う。）を，規則で定めるところにより，市に納付

しなければならない。 

２ 補助に係る修理等が行われた後，当該神戸市

指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他規

則で定める特別の理由がある場合には， 

    市長は，納付金額の全部又は一部の納付を

免除することができる。 

３ 納付金額の算定に関し必要な事項は，規則で

定める。 

（現状変更等の制限） 

第17条 神戸市指定有形文化財に関しその現状を

変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするときは，市長の許可を受けなければ

ならない。ただし，現状の変更については維持

の措置又は非常災害のために必要な応急措置を

執る場合，保存に影響を及ぼす行為については

影響の軽微である場合は，この限りでない。 

 

２  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲

は，規則で定める。 

３ 市長は，第１項の許可を与える場合におい

て，その許可の条件として同項の現状の変更又

は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示を

することができる。 

４ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件

に従わなかったときは，市長は，許可に係る現
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係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行

為の停止を命じ，又は許可を取り消すことがで

きる。 

５ 略 

（修理の届出等） 

第18条 神戸市指定有形文化財を修理しようとす

るときは，所有者は，あらかじめ，その旨を教

育委員会に届け出なければならない。ただし，

第13条第１項の規定により補助金の交付を受け

て修理を行う場合，第15条第２項の規定により

勧告を受けた場合又は前条第１項の規定により

許可を受けなければならない場合は，この限り

でない。 

２ 神戸市指定有形文化財の保護上必要があると

認めるときは，教育委員会は，前項の届出に係

る神戸市指定有形文化財の修理に関し技術的な

指導及び助言をすることができる。 

（教育委員会等による公開） 

第20条 教育委員会は，所有者に対し，６箇月以

内の期間を限って，教育委員会の行う公開の用

に供するため神戸市指定有形文化財を出品する

ことを勧告することができる。 

２ 前項の規定により神戸市指定有形文化財が出

品されたときは，教育委員会は，その職員のう

ちから，その神戸市指定有形文化財の管理の責

めに任ずべき者を定めなければならない。 

３ 第１項の規定による出品のために要する費用

は，教育委員会規則で定める基準により，市の

負担とする。 

４ 教育委員会は，所有者に対し，３箇月以内の

期間を限って，神戸市指定有形文化財の公開を

勧告することができる。 

５ 教育委員会は，所有者に対し，前項の規定に

状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停

止を命じ，又は許可を取り消すことができる。 

 

５ 略 

（修理の届出等） 

第18条 神戸市指定有形文化財を修理しようとす

るときは，所有者は，あらかじめ，その旨を市

長に届け出なければならない。ただし，第13条

第１項の規定により補助金の交付を受けて修理

を行う場合，第15条第２項の規定により勧告を

受けた場合又は前条第１項の規定により許可を

受けなければならない場合は，この限りでな

い。 

２ 神戸市指定有形文化財の保護上必要があると

認めるときは，市長は，前項の届出に係る神戸

市指定有形文化財の修理に関し技術的な指導及

び助言をすることができる。 

（市長等による公開） 

第20条 市長は，所有者に対し，６箇月以内の期

間を限って，     市長の行う公開の用に供す

るため神戸市指定有形文化財を出品することを

勧告することができる。 

２ 前項の規定により神戸市指定有形文化財が出

品されたときは，市長は，その職員のうちか

ら，その神戸市指定有形文化財の管理の責めに

任ずべき者を定めなければならない。 

３ 第１項の規定による出品のために要する費用

は，規則で定める基準により，市の負担とす

る。 

４ 市長は，所有者に対し，３箇月以内の期間を

限って，神戸市指定有形文化財の公開を勧告す

ることができる。 

５ 市長は，所有者に対し，前項の規定による公
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よる公開及び当該公開に係る神戸市指定有形文

化財の管理に関し必要な指示をすることができ

る。 

（所有者以外の者による公開） 

第23条 所有者以外の者がその主催する展覧会そ

の他の催しにおいて神戸市指定有形文化財を公

開しようとするときは，教育委員会の許可を受

けなければならない。ただし，博物館その他の

教育委員会規則で定める施設において，国の機

関又は地方公共団体が展覧会その他の催しを主

催する場合は，教育委員会に届け出ることをも

って足りる。 

２ 教育委員会は，前項の許可を与える場合にお

いて，その許可の条件として，許可に係る公開

及び当該公開に係る神戸市指定有形文化財の管

理に関し必要な指示をすることができる。 

３ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件

に従わなかったときは，教育委員会は，許可に

係る公開の停止を命じ，又は許可を取り消すこ

とができる。 

（保存のための調査） 

第24条 教育委員会は，必要があると認めるとき

は，所有者又は管理責任者に対し，神戸市指定

有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況

につき報告を求めることができる。 

（所有者の変更に伴う権利義務の承継） 

第25条 所有者が変更したときは，新所有者は，

当該神戸市指定有形文化財に関しこの条例に基

づいて行う教育委員会の勧告，指示その他の処

分による旧所有者の権利義務を承継する。 

２ 略 

（指定無形文化財の指定等） 

第26条 教育委員会は，無形文化財（県条例第20

開及び当該公開に係る神戸市指定有形文化財の

管理に関し必要な指示をすることができる。 

 

（所有者以外の者による公開） 

第23条 所有者以外の者がその主催する展覧会そ

の他の催しにおいて神戸市指定有形文化財を公

開しようとするときは，市長の許可を受けなけ

れ ば な ら な い 。 た だ し ， 博 物 館 そ の 他 の   

規則で定める施設において，国の機関又は地方

公共団体が展覧会その他の催しを主催する場合

は，     市長に届け出ることをもって足

りる。 

２ 市長は，前項の許可を与える場合において，

その許可の条件として，許可に係る公開及び当

該公開に係る神戸市指定有形文化財の管理に関

し必要な指示をすることができる。 

３ 第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件

に従わなかったときは，市長は，許可に係る公

開の停止を命じ，又は許可を取り消すことがで

きる。 

（保存のための調査） 

第24条 市長は，必要があると認めるときは，所

有者又は管理責任者に対し，神戸市指定有形文

化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき

報告を求めることができる。 

（所有者の変更に伴う権利義務の承継） 

第25条 所有者が変更したときは，新所有者は，

当該神戸市指定有形文化財に関しこの条例に基

づいて行う市長の勧告，指示その他の処分によ

る旧所有者の権利義務を承継する。 

２ 略 

（指定無形文化財の指定等） 

第26条 市長は，無形文化財（県条例第20条第１
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条第１項の規定により兵庫県指定重要無形文化

財に指定されたものを除く。）のうち重要なもの

を神戸市指定無形文化財に指定することができ

る。 

２ 前項の規定により指定をするに当たっては，

教育委員会は，当該神戸市指定無形文化財の保

持者又は保持団体（神戸市指定無形文化財を保

持する者が主たる構成員となっている団体で代

表者の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認

定しなければならない。 

３ 略 

４ 第１項の規定による指定をした後において

も，当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保

持団体として認定するに足りるものがあると認

めるときは，教育委員会は，そのものを保持者

又は保持団体として追加認定することができ

る。 

５ 略 

（指定無形文化財の指定等の解除） 

第27条 神戸市指定無形文化財が神戸市指定無形

文化財としての価値を失ったときその他特別の

理由があるときは，教育委員会は，その指定を

解除することができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当

でなくなったと認められるとき，保持団体がそ

の構成員の異動のため保持団体として適当でな

くなったと認められるときその他特別の理由が

あるときは，教育委員会は，保持者又は保持団

体の認定を解除することができる。 

３ 略 

４ 保持者が死亡したとき，又は保持団体が解散

したとき（消滅したときを含む。以下この条及

び次条において同じ。）は，当該保持者又は保持

項の規定により兵庫県指定重要無形文化財に指

定されたものを除く。）のうち重要なものを神戸

市指定無形文化財に指定することができる。 

 

２ 前項の規定により指定をするに当たっては，

市長は，当該神戸市指定無形文化財の保持者又

は保持団体（神戸市指定無形文化財を保持する

者が主たる構成員となっている団体で代表者の

定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しな

ければならない。 

３ 略 

４ 第１項の規定による指定をした後において

も，当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保

持団体として認定するに足りるものがあると認

めるときは，市長は，そのものを保持者又は保

持団体として追加認定することができる。 

 

５ 略 

（指定無形文化財の指定等の解除） 

第27条 神戸市指定無形文化財が神戸市指定無形

文化財としての価値を失ったときその他特別の

理由があるときは，市長は，その指定を解除す

ることができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当

でなくなったと認められるとき，保持団体がそ

の構成員の異動のため保持団体として適当でな

くなったと認められるときその他特別の理由が

あるときは，市長は，保持者又は保持団体の認

定を解除することができる。 

３ 略 

４ 保持者が死亡したとき，又は保持団体が解散

したとき（消滅したときを含む。以下この条及

び次条において同じ。）は，当該保持者又は保持
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団体の認定は解除されたものとし，保持者のす

べてが死亡したとき，又は保持団体のすべてが

解散したときは，神戸市指定無形文化財の指定

は解除されたものとする。この場合には，教育

委員会は，その旨を告示しなければならない。 

（保持者の氏名変更等） 

第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し，又

は死亡したときその他教育委員会規則で定める

事由があるときは，保持者又はその相続人は，

速やかに，その旨を教育委員会に届け出なけれ

ばならない。保持団体が名称，事務所の所在地

若しくは代表者を変更し，構成員に異動を生

じ，又は解散したときも，代表者（保持団体が

解散した場合にあっては，代表者であった者）

について，同様とする。 

（指定無形文化財の保存） 

第29条 教育委員会は，神戸市指定無形文化財の

保存のため必要があると認めるときは，神戸市

指定無形文化財について自ら記録の作成，伝承

者の養成その他その保存のため適当な措置を執

ることができる。 

２，３ 略 

（指定無形文化財の公開） 

第30条 教育委員会は，神戸市指定無形文化財の

保持者又は保持団体に対し神戸市指定無形文化

財の公開を，神戸市指定無形文化財の記録の所

有者に対しその記録の公開を勧告することがで

きる。 

（指定無形文化財の保存に関する助言又は勧

告） 

第31条 教育委員会は，神戸市指定無形文化財の

保持者又は保持団体その他その保存に当たるこ

とを適当と認める者に対し，その保存のため必

団体の認定は解除されたものとし，保持者のす

べてが死亡したとき，又は保持団体のすべてが

解散したときは，神戸市指定無形文化財の指定

は解除されたものとする。この場合には，市長

は，その旨を告示しなければならない。 

（保持者の氏名変更等） 

第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し，又

は死亡したときその他規則で定める事由がある

ときは，保持者又はその相続人は，速やかに，

その旨を     市長に届け出なければなら

ない。保持団体が名称，事務所の所在地若しく

は代表者を変更し，構成員に異動を生じ，又は

解散したときも，代表者（保持団体が解散した

場合にあっては，代表者であった者）につい

て，同様とする。 

（指定無形文化財の保存） 

第29条 市長は，神戸市指定無形文化財の保存の

ため必要があると認めるときは，神戸市指定無

形文化財について自ら記録の作成，伝承者の養

成その他その保存のため適当な措置を執ること

ができる。 

２，３ 略 

（指定無形文化財の公開） 

第30条 市長は，神戸市指定無形文化財の保持者

又は保持団体に対し神戸市指定無形文化財の公

開を，神戸市指定無形文化財の記録の所有者に

対しその記録の公開を勧告することができる。 

 

（指定無形文化財の保存に関する助言又は勧告） 

 

第31条 市長は，神戸市指定無形文化財の保持者

又は保持団体その他その保存に当たることを適

当と認める者に対し，その保存のため必要な助
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要な助言又は勧告をすることができる。 

（指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財

の指定） 

第32条 教育委員会は，有形の民俗文化財（県条

例第27条第１項の規定により兵庫県指定重要有

形民俗文化財に指定されたものを除く。）のうち

特に重要なものを神戸市指定有形民俗文化財

に，無形の民俗文化財（同項の規定により兵庫

県指定重要無形民俗文化財に指定されたものを

除く。）のうち特に重要なものを神戸市指定無形

民俗文化財に指定することができる。 

２，３ 略 

（指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財

の指定の解除） 

第33条 神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指

定無形民俗文化財が神戸市指定有形民俗文化財

又は神戸市指定無形民俗文化財としての価値を

失ったときその他特別の理由があるときは，教

育委員会は，神戸市指定有形民俗文化財又は神

戸市指定無形民俗文化財の指定を解除すること

ができる。 

２，３ 略 

（現状変更等の届出等） 

第34条 神戸市指定有形民俗文化財に関しその現

状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとする者は，あらかじめ，その旨を教

育委員会に届け出なければならない。 

２ 神戸市指定有形民俗文化財の保護上必要があ

ると認めるときは，教育委員会は，前項の届出

に係る神戸市指定有形民俗文化財の現状変更又

は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示を

することができる。 

（指定無形民俗文化財の保存） 

言又は勧告をすることができる。 

（指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財の

指定） 

第32条 市長は，有形の民俗文化財（県条例第27

条第１項の規定により兵庫県指定重要有形民俗

文化財に指定されたものを除く。）のうち特に重

要なものを神戸市指定有形民俗文化財に，無形

の民俗文化財（同項の規定により兵庫県指定重

要無形民俗文化財に指定されたものを除く。）の

うち特に重要なものを神戸市指定無形民俗文化

財に指定することができる。 

２，３ 略 

（指定有形民俗文化財及び指定無形民俗文化財の

指定の解除） 

第33条 神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指

定無形民俗文化財が神戸市指定有形民俗文化財

又は神戸市指定無形民俗文化財としての価値を

失ったときその他特別の理由があるときは，市

長は，神戸市指定有形民俗文化財又は神戸市指

定無形民俗文化財の指定を解除することができ

る。 

２，３ 略 

（現状変更等の届出等） 

第34条 神戸市指定有形民俗文化財に関しその現

状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとする者は，あらかじめ，その旨を市

長に届け出なければならない。 

２ 神戸市指定有形民俗文化財の保護上必要があ

ると認めるときは，市長は，前項の届出に係る

神戸市指定有形民俗文化財の現状変更又は保存

に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をするこ

とができる。 

（指定無形民俗文化財の保存） 
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第36条 教育委員会は，神戸市指定無形民俗文化

財の保存のため必要があると認めるときは，神

戸市指定無形民俗文化財について自ら記録の作

成その他その保存のため適当な措置を執ること

ができる。 

２，３ 略 

（指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は

勧告） 

第37条 教育委員会は，神戸市指定無形民俗文化

財の保存に当たることを適当と認める者に対

し，その保存のため必要な助言又は勧告をする

ことができる。 

（指定） 

第38条 教育委員会は，記念物（県条例第31条第

１項の規定により兵庫県指定史跡名勝天然記念

物に指定されたものを除く。）のうち重要なもの

を神戸市指定史跡，神戸市指定名勝又は神戸市

指定天然記念物（以下「神戸市指定史跡名勝天

然記念物」と総称する。）に指定することができ

る。 

２，３ 略 

（解除） 

第39条 神戸市指定史跡名勝天然記念物が神戸市

指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った

ときその他特別の理由があるときは，教育委員

会は，その指定を解除することができる。 

２ 略 

（標識等の設置） 

第40条 教育委員会は，神戸市指定史跡名勝天然

記念物のうち市民が観覧する上で必要があると

認めるものについて，標識及び説明板を設置す

るものとする。 

（土地の所在等の異動） 

第36条 市長は，神戸市指定無形民俗文化財の保

存のため必要があると認めるときは，神戸市指

定無形民俗文化財について自ら記録の作成その

他その保存のため適当な措置を執ることができ

る。 

２，３ 略 

（指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧

告） 

第37条 市長は，神戸市指定無形民俗文化財の保

存に当たることを適当と認める者に対し，その

保存のため必要な助言又は勧告をすることがで

きる。 

（指定） 

第38条 市長は，記念物（県条例第31条第１項の

規定により兵庫県指定史跡名勝天然記念物に指

定されたものを除く。）のうち重要なものを神戸

市指定史跡，神戸市指定名勝又は神戸市指定天

然記念物（以下「神戸市指定史跡名勝天然記念

物」と総称する。）に指定することができる。 

 

２，３ 略 

（解除） 

第39条 神戸市指定史跡名勝天然記念物が神戸市

指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った

ときその他特別の理由があるときは，市長は，

その指定を解除することができる。 

２ 略 

（標識等の設置） 

第40条 市長は，神戸市指定史跡名勝天然記念物

のうち市民が観覧する上で必要があると認める

ものについて，標識及び説明板を設置するもの

とする。 

（土地の所在等の異動） 
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第41条 神戸市指定史跡名勝天然記念物の指定地

域内の土地について，その土地の所在，地番，

地目又は地積に異動があったときは，所有者

（第43条において準用する第８条第２項の規定

により選任した管理責任者がある場合は，その

者）は，速やかに，その旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

 （登録文化財の登録） 

第44条 教育委員会は，文化財（県条例により指

定された文化財及び第２章から前章までに定め

る文化財を除く。）のうちその文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用の必要なものを神戸

市登録文化財として登録し，必要な措置を講ず

ることができる。 

２ 前項に規定する神戸市登録文化財の登録その

他必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

（地域文化財の認定） 

第45条 教育委員会は，文化財（県条例により指

定された文化財及び第２章から前章までに定め

る文化財を除く。）のうち地域に伝え残され，及

び親しまれているものであって保存及び活用の

必要なものを神戸市地域文化財として認定し，

必要な措置を講ずることができる。 

２ 前項に規定する神戸市地域文化財の認定その

他必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

（歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選

定） 

第46条 教育委員会は，次章に定める文化環境保

存区域内に存する有形文化財（県条例第４条第

１項の規定により兵庫県指定重要有形文化財に

指定されたもの及び第６条第１項の規定により

神戸市指定有形文化財に指定したものを除く。）

のうち文化環境の保存上特に重要なものを神戸

第41条 神戸市指定史跡名勝天然記念物の指定地

域内の土地について，その土地の所在，地番，

地目又は地積に異動があったときは，所有者

（第43条において準用する第８条第２項の規定

により選任した管理責任者がある場合は，その

者）は，速やかに，その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

 （登録文化財の登録） 

第44条 市長は，文化財（県条例により指定され

た文化財及び第２章から前章までに定める文化

財を除く。）のうちその文化財としての価値にか

んがみ保存及び活用の必要なものを神戸市登録

文化財として登録し，必要な措置を講ずること

ができる。 

２ 前項に規定する神戸市登録文化財の登録その

他必要な事項は，規則で定める。 

（地域文化財の認定） 

第45条 市長は，文化財（県条例により指定され

た文化財及び第２章から前章までに定める文化

財を除く。）のうち地域に伝え残され，及び親し

まれているものであって保存及び活用の必要な

ものを神戸市地域文化財として認定し，必要な

措置を講ずることができる。 

２ 前項に規定する神戸市地域文化財の認定その

他必要な事項は，規則で定める。 

（歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選

定） 

第46条 市長は，次章に定める文化環境保存区域

内に存する有形文化財（県条例第４条第１項の規

定により兵庫県指定重要有形文化財に指定された

もの及び第６条第１項の規定により神戸市指定有

形文化財に指定したものを除く。）のうち文化環境

の保存上特に重要なものを神戸市歴史的建造物そ
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市歴史的建造物その他の有形の文化的所産に選

定することができる。 

２ 前項に規定する神戸市歴史的建造物その他の

有形の文化的所産の選定その他必要な事項は，

教育委員会規則で定める。 

（指定） 

第47条 教育委員会は，文化財，文化に関する施

設等を取り巻く文化環境を保存するため必要な

区域を文化環境保存区域として指定することが

できる。 

２，３ 略 

（解除） 

第48条 教育委員会は，文化環境保存区域につい

て，文化環境を保存する必要がなくなったとき

その他特別の理由があるときは，その指定を解

除することができる。 

２ 略 

（標識の設置） 

第49条 教育委員会は，文化環境保存区域を指定

したときは，当該区域内にこれを表示する標識

を設置しなければならない。 

２ 略 

３ 何人も，第１項の規定により設置された標識

を教育委員会の承諾を得ないで移転し，除却

し，汚損し，又は損壊してはならない。 

（文化環境保存区域内における届出） 

第50条 文化環境保存区域内において，次の各号

のいずれかに該当する行為を行おうとする者

は，教育委員会規則で定めるところにより，あ

らかじめ，その内容を教育委員会に届け出なけ

ればならない。 

 ⑴～⑼ 略 

２ 前項の規定は，次に掲げる行為については，

の他の有形の文化的所産に選定することができ

る。 

２ 前項に規定する神戸市歴史的建造物その他の

有形の文化的所産の選定その他必要な事項は，

規則で定める。 

（指定） 

第47条 市長は，文化財，文化に関する施設等を

取り巻く文化環境を保存するため必要な区域を

文化環境保存区域として指定することができ

る。 

２，３ 略 

（解除） 

第48条 市長は，文化環境保存区域について，文

化環境を保存する必要がなくなったときその他

特別の理由があるときは，その指定を解除する

ことができる。 

２ 略 

（標識の設置） 

第49条 市長は，文化環境保存区域を指定したと

きは，当該区域内にこれを表示する標識を設置

しなければならない。 

２ 略 

３ 何人も，第１項の規定により設置された標識

を市長の承諾を得ないで移転し，除却し，汚損

し，又は損壊してはならない。 

（文化環境保存区域内における届出） 

第50条 文化環境保存区域内において，次の各号

のいずれかに該当する行為を行おうとする者

は，規則で定めるところにより，あらかじめ，

その内容を     市長に届け出なければな

らない。 

 ⑴～⑼ 略 

２ 前項の規定は，次に掲げる行為については，
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適用しない。 

⑴ 通常の管理行為，軽易な行為その他の行為

であって教育委員会規則で定めるもの 

 ⑵，⑶ 略 

３ 前項第２号又は第３号に掲げる行為を行った

者は，遅滞なく，その旨を教育委員会に届け出

なければならない。 

（勧告等） 

第51条 教育委員会は，前条第１項の規定による

届出があった場合において，当該届出に係る行

為により文化環境が損なわれるおそれがあると

認めるときは，同項の規定による届出をした者

に対し，その届出に係る行為に関し必要な事項

を指示し，又はその行為の禁止，中止若しくは

停止，その行為の内容の変更その他の文化環境

を保全するために必要な措置を執るべきことを

指導し，若しくは勧告することができる。 

（報告の徴収等） 

第52条 教育委員会は，第50条第１項各号のいず

れかに該当する行為が行われ，又は行われよう

としている場合において，文化環境を保全する

ために必要があると認めるときは，当該行為に

係る土地について埋蔵文化財その他文化環境の

保存に関する調査を自ら行い，又は同項の規定

による届出をした者その他の関係者に対し，当

該土地についての埋蔵文化財その他文化環境に

関する調査に係る事項の報告を求めることがで

きる。 

２ 前項の規定により，教育委員会が自ら調査を

行うことを決定し，又は同項に規定する関係者

に対し同項に規定する報告を求めたときは，当

該関係者は，第50条第１項各号のいずれかに該

当する当該行為を中止し，又は停止しなければ

適 

⑴ 通常の管理行為，軽易な行為その他の行為

であって 規則で定めるもの 

 ⑵，⑶ 略 

３ 前項第２号又は第３号に掲げる行為を行った

者は，遅滞なく，その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

（勧告等） 

第51条 市長は，前条第１項の規定による届出が

あった場合において，当該届出に係る行為によ

り文化環境が損なわれるおそれがあると認める

ときは，同項の規定による届出をした者に対

し，その届出に係る行為に関し必要な事項を指

示し，又はその行為の禁止，中止若しくは停

止，その行為の内容の変更その他の文化環境を

保全するために必要な措置を執るべきことを指

導し，若しくは勧告することができる。 

（報告の徴収等） 

第52条 市長は，第50条第１項各号のいずれかに

該当する行為が行われ，又は行われようとして

いる場合において，文化環境を保全するために

必要があると認めるときは，当該行為に係る土

地について埋蔵文化財その他文化環境の保存に

関する調査を自ら行い，又は同項の規定による

届出をした者その他の関係者に対し，当該土地

についての埋蔵文化財その他文化環境に関する

調査に係る事項の報告を求めることができる。 

 

２ 前項の規定により，市長が自ら調査を行うこ

とを決定し，又は同項に規定する関係者に対し

同項に規定する報告を求めたときは，当該関係

者は，第50条第１項各号のいずれかに該当する

当該行為を中止し，又は停止しなければならな
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ならない。 

（違反者等に対する命令） 

第53条 教育委員会は，第50条第１項の規定によ

る届出をしないで同項各号のいずれかに該当す

る行為を行い，若しくは行おうとする者又は第

51条の規定による指導若しくは勧告に従わない

者に対し，当該行為の禁止，中止又は停止，当

該行為の内容の変更，原状回復その他の文化環

境を保全するために必要な措置を執るべきこと

を命ずることができる。 

（選定保存技術の選定等） 

第54条 教育委員会は，市が指定した文化財の保

存のために欠くことのできない伝統的な技術又

は技能（法第147条第１項の規定により選定保存

技術に選定されたものを除く。）で保存の措置を

講ずる必要があるものを神戸市選定保存技術と

して選定することができる。 

２ 前項の規定による選定をするに当たっては，

教育委員会は，神戸市選定保存技術の保持者又

は保存団体（神戸市選定保存技術を保存するこ

とを主たる目的とする団体（財団を含む。）で代

表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下

同じ。）を認定しなければならない。 

３，４ 略 

（選定等の解除） 

第55条 神戸市選定保存技術について保存の措置

を講ずる必要がなくなったときその他特別の理

由があるときは，教育委員会は，その選定を解

除することができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当

でなくなったと認められるとき，保存団体が保

存団体として適当でなくなったと認められると

きその他特別の理由があるときは，教育委員会

い。 

（違反者等に対する命令） 

第53条 市長は，第50条第１項の規定による届出

をしないで同項各号のいずれかに該当する行為

を行い，若しくは行おうとする者又は第51条の

規定による指導若しくは勧告に従わない者に対

し，当該行為の禁止，中止又は停止，当該行為

の内容の変更，原状回復その他の文化環境を保

全するために必要な措置を執るべきことを命ず

ることができる。 

（選定保存技術の選定等） 

第54条 市長は，市が指定した文化財の保存のた

めに欠くことのできない伝統的な技術又は技能

（法第147条第１項の規定により選定保存技術に

選定されたものを除く。）で保存の措置を講ずる

必要があるものを神戸市選定保存技術として選

定することができる。 

２ 前項の規定による選定をするに当たっては，

市長は，神戸市選定保存技術の保持者又は保存

団体（神戸市選定保存技術を保存することを主

たる目的とする団体（財団を含む。）で代表者又

は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）

を認定しなければならない。 

３，４ 略 

（選定等の解除） 

第55条 神戸市選定保存技術について保存の措置

を講ずる必要がなくなったときその他特別の理

由があるときは，市長は，その選定を解除する

ことができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当

でなくなったと認められるとき，保存団体が保

存団体として適当でなくなったと認められると

きその他特別の理由があるときは，市長は，保
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は，保持者又は保存団体の認定を解除すること

ができる。 

３ 略 

４ 前条第２項の認定が保持者のみについてなさ

れた場合にあってはそのすべてが死亡したと

き，同項の認定が保存団体のみについてなされ

た場合にあってはそのすべてが解散したとき

（消滅したときを含む。以下この項において同

じ。），同項の認定が保持者と保存団体とを併せ

てなされた場合にあっては保持者のすべてが死

亡し，かつ，保存団体のすべてが解散したとき

は，神戸市選定保存技術の選定は，解除された

ものとする。この場合には，教育委員会は，そ

の旨を告示しなければならない。 

（審議会の設置） 

第57条 教育委員会の附属機関として，神戸市文

化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は，教育委員会の諮問に応じて，文化

財（法第２条第１項第６号に規定する伝統的建

造物群を含む。以下この章において同じ。）の保

存及び活用に関する重要事項並びに文化環境の

保全に関する重要事項について調査審議し，並

びにこれらの事項に関して教育委員会に意見を

述べるものとする。 

（審議会の組織） 

第58条 略 

２ 前項の委員は，学識経験を有する者その他教

育委員会が適当であると認める者のうちから教

育委員会が委嘱する。 

３，４ 略 

５ 教育委員会は，特別の事項を調査審議するた

め必要があるときは，審議会に臨時委員を置く

持者又は保存団体の認定を解除することができ

る。 

３ 略 

４ 前条第２項の認定が保持者のみについてなさ

れた場合にあってはそのすべてが死亡したと

き，同項の認定が保存団体のみについてなされ

た場合にあってはそのすべてが解散したとき

（消滅したときを含む。以下この項において同

じ。），同項の認定が保持者と保存団体とを併せ

てなされた場合にあっては保持者のすべてが死

亡し，かつ，保存団体のすべてが解散したとき

は，神戸市選定保存技術の選定は，解除された

ものとする。この場合には，市長は，その旨を

告示しなければならない。 

（審議会の設置） 

第57条 市長の附属機関として，神戸市文化財保

護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

２ 審議会は，市長の諮問に応じて，文化財（法

第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群

を含む。以下この章において同じ。）の保存及び

活用に関する重要事項並びに文化環境の保全に

関する重要事項について調査審議し，並びにこ

れらの事項に関して市長に意見を述べるものと

する。 

（審議会の組織） 

第58条 審議会は，20人以内の委員で組織する。 

２ 前項の委員は，学識経験を有する者その他市

長が適当であると認める者のうちから   市

長が委嘱する。 

３，４ 略 

５ 市長は，特別の事項を調査審議するため必要

があるときは，審議会に臨時委員を置くことが
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ことができる。 

６ 前項の臨時委員は，教育委員会が委嘱する。 

７ 略 

（審議会への諮問） 

第59条 教育委員会は，次に掲げる事項について

は，あらかじめ，審議会に諮問するものとす

る。ただし，第２号若しくは第３号又は第10号

に掲げる解除が第27条第４項又は第55条第４項

の規定によるものであるときは，この限りでな

い。 

 ⑴～⑿ 略 

（審議会の運営等） 

第60条 この章に定めるもののほか，審議会の組

織及び運営に関し必要な事項は，教育委員会規

則で定める。 

（聴聞の特例） 

第61条 教育委員会は，第17条第４項（第43条に

おいて準用する場合を含む。）又は第23条第３項

の規定による許可の取消しに係る聴聞をしよう

とするときは，当該聴聞の期日の10日前まで

に，神戸市行政手続条例（平成８年３月条例第

48号）第14条第１項の規定による通知をし，か

つ，当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び

場所を告示しなければならない。 

２ 略 

（審査請求の手続における意見の聴取） 

第62条 第17条第１項（第43条において準用する

場合を含む。）の規定による現状変更又は保存に

影響を及ぼす行為の許可又は不許可についての

審査請求があったときは，当該審査請求を却下

する場合を除き，教育委員会は，審査請求がさ

れた日（行政不服審査法（平成26年法律第68

号）第23条の規定により不備を補正すべきこと

できる。 

６ 前項の臨時委員は，市長が委嘱する。 

７ 略 

（審議会への諮問） 

第59条 市長は，次に掲げる事項については，あ

らかじめ，審議会に諮問するものとする。ただ

し，第２号若しくは第３号又は第10号に掲げる

解除が第27条第４項又は第55条第４項の規定に

よるものであるときは，この限りでない。 

 

 ⑴～⑿ 略 

（審議会の運営等） 

第60条 この章に定めるもののほか，審議会の組

織及び運営に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

（聴聞の特例） 

第61条 市長は，第17条第４項（第43条において

準用する場合を含む。）又は第23条第３項の規定

による許可の取消しに係る聴聞をしようとする

ときは，当該聴聞の期日の10日前までに，神戸

市行政手続条例（平成８年３月条例第48号）第

14条第１項の規定による通知をし，かつ，当該

処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を告

示しなければならない。 

２ 略 

（審査請求の手続における意見の聴取） 

第62条 第17条第１項（第43条において準用する

場合を含む。）の規定による現状変更又は保存に

影響を及ぼす行為の許可又は不許可についての

審査請求があったときは，当該審査請求を却下

する場合を除き，市長は，審査請求がされた日

（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第23

条の規定により不備を補正すべきことを命じた
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を命じた場合にあっては，当該不備が補正され

た日）から30日以内に，審査請求人及び参加人

又はこれらの者の代理人の出頭を求めて，公開

による意見の聴取を行わなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の意見の聴取を行おうと

するときは，当該意見の聴取の期日及び場所を

その期日の10日前までに審査請求人及び参加人

に通告し，かつ，事案の要旨並びに当該意見の

聴取の期日及び場所を告示しなければならな

い。 

（施行細目の委任） 

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は，教

育委員会規則で定める。 

第64条 略 

２，３ 略 

４ 第17条（第43条において準用する場合を含

む。）の規定に違反して，教育委員会の許可を受

けず，若しくはその許可の条件に従わないで，

神戸市指定有形文化財若しくは神戸市指定史跡

名勝天然記念物の現状を変更し，若しくはその

保存に影響を及ぼす行為をし，又は教育委員会

の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為

の停止の命令に従わなかった者は，３万円以下

の罰金に処する。 

５ 略 

場合にあっては，当該不備が補正された日）か

ら30日以内に，審査請求人及び参加人又はこれ

らの者の代理人の出頭を求めて，公開による意

見の聴取を行わなければならない。 

２ 市長は，前項の意見の聴取を行おうとすると

きは，当該意見の聴取の期日及び場所をその期

日の10日前までに審査請求人及び参加人に通告

し，かつ，事案の要旨並びに当該意見の聴取の

期日及び場所を告示しなければならない。 

 

（施行細目の委任） 

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は，規

則で定める。 

第64条 略 

２，３ 略 

４ 第17条（第43条において準用する場合を含

む。）の規定に違反して，市長の許可を受けず，

若しくはその許可の条件に従わないで，神戸市

指定有形文化財若しくは神戸市指定史跡名勝天

然記念物の現状を変更し，若しくはその保存に

影響を及ぼす行為をし，又は   市長の現状

の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止

の命令に従わなかった者は，３万円以下の罰金

に処する。 
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（参考 14） 

神戸市風見鶏の館等条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

(入館料及び特別入場料） 

第３条 神戸市風見鶏の館に入館しようとする者

（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に

規定する小学校に就学するまでの者，同条に規

定する小学校，中学校及び高等学校に在学する

児童及び生徒並びにこれらに準ずる者並びに年

齢が65歳以上の者であって教育委員会規則で定

めるものを除く。）は，入館料として，個人にあ

っては500円，団体（30人以上の人員が一団とな

っているものをいう。）にあっては400円を納付

しなければならない。 

２ 神戸市風見鶏の館内において特別に展示を行

う場合にあっては前項の入館料のほかに500円の

範囲内において，神戸市ラインの館内において

特別に展示を行う場合にあっては300円の範囲内

において教育委員会が定める額の入場料（以下

「特別入場料」という。）を納付しなければなら

ない。 

３ 教育委員会は，前売りを行う場合その他必要

があると認める場合においては，入館料又は特

別入場料について，それぞれの額の５割以内に

おいて教育委員会規則で定める率の割引をする

ことができる。 

(入館料等の納付) 

第４条 入館料及び特別入場料（以下「入館料

等」という。）は，前納しなければならない。た

だし，教育委員会規則で定める特別の理由があ

るときは，後納することができる。 

(入館料等の減免) 

（改 正 案） 

(入館料及び特別入場料） 

第３条 神戸市風見鶏の館に入館しようとする者

(学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条に規定

する小学校に就学するまでの者，同条に規定す

る      中学校，義務教育学校，高等学

校，中等教育学校及び特別支援学校に並びに年

齢が65歳以上の者であって規則で定めるものを

除く。)は，入館料として，個人にあっては500

円，団体(30人以上の人員が一団となっているも

のをいう。)に 

あっては400円を納付しなければならない。 

２ 神戸市風見鶏の館内において特別に展示を行

う場合にあっては前項の入館料のほかに500円の

範囲内において，神戸市ラインの館内において

特別に展示を行う場合にあっては300円の範囲内

において市長が定める額の入場料(以下「特別入

場料」という。)を納付しなければならない。 

 

３ 市長は，前売りを行う場合その他必要がある

と認める場合においては，入館料又は特別入場

料について，それぞれの額の５割以内において

   規則で定める率の割引をすることができ

る。 

 (入館料等の納付) 

第４条 入館料及び特別入場料(以下「入館料等」

という。)は，前納しなければならない。ただし

   規則で定める特別の理由があるときは，

後納することができる。 

(入館料等の減免) 
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第５条 教育委員会は，教育委員会規則で定める

特別の理由があるときは，教育委員会規則で定

めるところにより，入館料等を減額し，又は免

除することができる。 

(入館料等の返還) 

第６条 既納の入館料等は，返還しない。ただ

し，教育委員会規則で定める特別の理由がある

ときは，その全部又は一部を返還することがで

きる。 

(行為の制限) 

第７条 風見鶏の館等内において，業として写真

又は映画を撮影しようとする者は，教育委員会

規則で定めるところにより，教育委員会の許可

を受けなければならない。許可を受けた事項を

変更しようとするときも，同様とする。 

２ 教育委員会は，前項の許可に風見鶏の館等の

管理運営上必要な条件を付し，又はこれを変更

することができる。 

(許可の基準) 

第８条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当するときは，前条第１項の許可をしてはなら

ない。 

⑴，⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，教育委員会が

その使用を不適当であると認めるとき。 

２ 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当す

るときは，前条第１項の許可をしないことがで

きる。 

⑴，⑵ 略 

(許可の取消し等) 

第10条 教育委員会は，使用者が次の各号のいず

れかに該当するときは，第７条第１項の許可を

取り消し，又は同項の行為の制限をし，若しく

第５条 市長は，規則で定める特別の理由がある

と規則で定めるとこ

ろにより，入館料等

を減額し，又は免除

することができる。 

(入館料等の返還第６条 既納の入館料等は，返

規則で定める特別の理由があるときは，そ

の全部又は一部を返還することができる。 

 

(行為の制限) 

第７条 風見鶏の館等内において，業として写真

又は映画を撮影しようとする者は，規則で定め

規則で定めるところにより，市長の許可を受け

なければならない。許可を受けた事項を変更し

ようとするときも，同様とする。 

２ 市長は，前項の許可に風見鶏の館等の管理運

営上必要な条件を付し，又はこれを変更するこ

とができる。 

(許可の基準) 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

ときは，前条第１項の許可をしてはならない。 

 

⑴，⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，市長がその使

用を不適当であると認めるとき。 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するとき

は，前条第１項の許可をしないことができる。 

 

⑴，⑵ 略 

(許可の取消し等) 

第10条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに

該当するときは，第７条第１項の許可を取り消

し，又は同項の行為の制限をし，若しくはその
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はその停止を命ずることができる。 

⑴ この条例若しくはこの条例に基づく教育委

員会規則又はこれらに基づく指示に違反した

とき。 

⑵～⑸ 略 

２ 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当す

るときは，使用者に対し，前項に規定する処分

をすることができる。 

⑴，⑵ 略 

(入館の制限等) 

第11条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対しては，風見鶏の館等への入館を

拒絶し，又は風見鶏の館等からの退去を命ずる

ことができる。 

⑴～⑸ 略 

(行為の禁止) 

第12条 何人も，風見鶏の館等内において，風見

鶏の館等の管理上支障がある行為で教育委員会

規則で定めるものをしてはならない。 

(指定管理者の指定等) 

第14条 教育委員会は，次に掲げる風見鶏の館等

の管理に関する業務を風見鶏の館等の管理につ

いて地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第３項の規定による教育委員会の指定を受

けたもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せることができる。 

⑴～⑶ 略 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

停止を命ずることができる。 

⑴ この条例若しくはこの条例に基づく規則又

はこれらに基づく指示に違反したとき。 

 

⑵～⑸ 略 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するとき

は，使用者に対し，前項に規定する処分をする

ことができる。 

⑴，⑵ 略 

(入館の制限等) 

第11条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対しては，風見鶏の館等への入館を拒絶

し，又は風見鶏の館等からの退去を命ずること

ができる。 

⑴～⑸ 略 

(行為の禁止) 

第12条 何人も，風見鶏の館等内において，風見

鶏の館等の管理上支障がある行為で規則で定め

るものをしてはならない。 

(指定管理者の指定等) 

第14条 市長は，次に掲げる風見鶏の館等の管理

に関する業務を風見鶏の館等の管理について地

方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３

項の規定による    市長の指定を受けたも

の(以下「指定管理者」という。)に行わせるこ

とができる。 

 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか，市長が定める

業      務 

２ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を 

取り消したときは，その旨を告示するものとす

る。３ 指定管理者に第１項の業務を行わせて
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合における第５条，第７条第１項及び第２項，

第８条第１項及び第２項，第10条第１項（第１

号を除く。）及び第２項並びに第11条の規定の適

用については，これらの規定（第５条及び第７

条第１項を除く。）中「教育委員会」とあるのは

「第14条第１項に規定する指定管理者」と，第

５条中「教育委員会は」とあるのは「第14条第

１項に規定する指定管理者は」と，第７条第１

項中「教育委員会の」とあるのは「第14条第１

項に規定する指定管理者の」とする。 

(施行細目の委任) 

第15条 風見鶏の館等の休館日及び開館時間その

他この条例の施行に関し必要な事項は，教育委

員会規則で定める。 

いる場合における第５条，第７条第１項及び第

２項，第８条第１項及び第２項，第10条第１項

(第１号を除く。)及び第２項並びに第11条の規

定の適用については，これらの規定(第５条及び

第７条第１項を除く。 市長」とあるのは「第1

4条第１項に規定する指定管理者」と，第５条中

  「 市長は」とあるのは「第14条第１項に

規定する指定管理者は」と，第７条第１項中

「  市長の」とあるのは「第14条第１項に規

定する指定管理者の」とする。 

(施行細目の委任) 

第15条 風見鶏の館等の休館日及び開館時間その

他この条例の施行に関し必要な事項は，規則で

定める。 
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（参考 15） 

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（使用の許可） 

第５条 施設（前条第８号から第11号までに掲げ

る施設を除く。第８条及び別表第１号において

同じ。）又はその附属設備（以下「施設等」とい

う。）を使用しようとする者は，教育委員会規則

で定めるところにより，教育委員会の許可を受

けなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の許可にセンターの管理

運営上必要な条件を付し，又はこれを変更する

ことができる。 

（届出） 

第６条 施設等を使用しようとする者は，施設等

の使用に当たって入場料，受講料その他の対価

を収受するとき，又は営利を目的として若しく

は第１条に規定する目的以外の目的のために施

設等を使用しようとするときは，教育委員会規

則で定める事項を教育委員会に届け出なければ

ならない。 

（許可の基準） 

第７条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当するときは，第５条第１項の許可をしてはな

らない。 

⑴，⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，教育委員会が

その使用を不適当であると認めるとき。 

２ 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当す

るときは，第５条第１項の許可をしないことが

できる。 

 ⑴，⑵ 略 

（改 正 案） 

（使用の許可） 

第５条 施設（前条第８号から第11号までに掲げ

る施設を除く。第８条及び別表第１号において

同じ。）又はその附属設備（以下「施設等」とい

う。）を使用しようとする者は，規則で定めると

ころにより，     市長の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は，前項の許可にセンターの管理運営上

必要な条件を付し，又はこれを変更することが

できる。 

（届出） 

第６条 施設等を使用しようとする者は，施設等

の使用に当たって入場料，受講料その他の対価

を収受するとき，又は営利を目的として若しく

は第１条に規定する目的以外の目的のために施

設等を使用しようとするときは，規則で定める

事項を     市長に届け出なければならな

い。 

（許可の基準） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

ときは，第５条第１項の許可をしてはならな

い。 

 ⑴，⑵ 略 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，市長がその使

用を 

不市長は，次の各号のいずれかに該当するとき

は，第５条第１項の許可をしないことができる。 

 

 ⑴，⑵ 略 
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（使用期間） 

第８条 施設は，引き続き３日を超える独占的な

使用をすることはできない。ただし，教育委員

会が特別の理由があると認めるときは，この限

りでない。 

（使用料の納付） 

第10条 使用料は，前納しなければならない。た

だし，教育委員会規則で定める特別の理由があ

るときは，後納することができる。 

（使用料の減免） 

第11条 教育委員会は，教育委員会規則で定める

特別の理由があるときは，教育委員会規則で定

めるところにより，使用料を減額し，又は免除

することができる。 

（使用料の返還） 

第12条 既納の使用料は，返還しない。ただし，

教育委員会規則で定める特別の理由があるとき

は，その全部又は一部を返還することができ

る。 

（特別の設備の設置等） 

第13条  使用者は，特別の設備又は器具を設置

し，又は使用しようとするときは，あらかじ

め，教育委員会の許可を受けなければならな

い。 

２ 略 

（許可の取消し等） 

第15条 教育委員会は，使用者が次の各号のいず

れかに該当するときは，第５条第１項若しくは

第13条第１項の許可を取り消し，又は施設等の

使用の制限をし，若しくは使用の停止を命ずる

ことができる。 

⑴ この条例若しくはこの条例に基づく教育委

員会規則又はこれらに基づく指示に違反した

（使用期間） 

第８条 施設は，引き続き３日を超える独占的な

使用をすることはできない。ただし，市長が特

別の理由があると認めるときは，この限りでな

い。 

（使用料の納付） 

第10条 使用料は，前納しなければならない。た

だし，規則で定める特別の理由があるときは，

後納することができる。 

（使用料の減免） 

第11条 市長は   ，規則で定める特別の理由

があるときは，     規則で定めるところ

により，使用料を減額し，又は免除することが

できる。 

（使用料の返還） 

第12条 既納の使用料は，返還しない。ただし，

規則で定める特別の理由があるときは，その全

部又は一部を返還することができる。 

 

（特別の設備の設置等） 

第13条  使用者は，特別の設備又は器具を設置

し，又は使用しようとするときは，あらかじ

め，市長の許可を受けなければならない。 

 

２ 略 

（許可の取消し等） 

第15条 市長，使用者が次の各号のいずれかに該

当するときは，第５条第１項若しくは第13条第

１項の許可を取り消し，又は施設等の使用の制

限をし，若しくは使用の停止を命ずることがで

きる。 

⑴ この条例若しくはこの条例に基づく規則又

はこれらに基づく指示に違反したとき。 
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とき。 

 ⑵～⑸ 略 

２ 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当す

るときは，使用者に対し，前項に規定する処分

をすることができる。 

 ⑴，⑵ 略 

（入館の制限等） 

第16条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対しては，センターへの入館を拒絶

し，又はセンターからの退館を命ずることがで

きる。 

 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第17条 何人もセンター内において，センターの

管理上支障がある行為で教育委員会規則で定め

るものをしてはならない。 

（立入り等） 

第18条 教育委員会は，センターの管理上必要が

あると認めるときは，使用を許可した場所に立

ち入り，関係者に質問し，又は必要な指示をす

ることができる。 

（原状回復の義務） 

第19条 略 

２ 教育委員会は，使用者が前項の義務を履行し

ないときは，その原状回復に必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 

（指定管理者の指定等） 

第21条 教育委員会は，次に掲げるセンターの管

理に関する業務をセンターの管理について地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定による教育委員会の指定を受けたもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

 

 ⑵～⑸ 略 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するとき

は，使用者に対し，前項に規定する処分をする

ことができる。 

 ⑴，⑵ 略 

（入館の制限等） 

第16条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対しては，センターへの入館を拒絶し，又

はセンターからの退館を命ずることができる。 

 

 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第17条 何人もセンター内において，センターの

管理上支障がある行為で規則で定めるものをし

てはならない。 

（立入り等） 

第18条 市長は，センターの管理上必要があると

認めるときは，使用を許可した場所に立ち入

り，関係者に質問し，又は必要な指示をするこ

とができる。 

（原状回復の義務） 

第19条 略 

２ 市長は，使用者が前項の義務を履行しないと

きは，その原状回復に必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

（指定管理者の指定等） 

第21条 市長は，次に掲げるセンターの管理に関

する業務をセンターの管理について地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規

定による   市長の指定を受けたもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができ

る。 
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 ⑴～⑷ 略 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 指定管理者の指定を受けようとする法人その

他の団体は，事業計画書その他の教育委員会規

則で定める書類を教育委員会に提出しなければ

ならない。 

３ 教育委員会は，センターの設置の目的を最も

効果的に達成することができると認められるも

のを指定管理者として指定するものとする。 

４ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

５ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第５条第１項及び第２項，第６条，

第７条第１項及び第２項，第８条，第11条，第

13条第１項，第15条第１項及び第２項，第16

条，第18条並びに第19条第２項の規定の適用に

ついては，これらの規定（第５条第１項，第６

条，第11条及び第15条第１項を除く。）中「教育

委員会」とあるのは「第21条第１項に規定する

指定管理者」と，第５条第１項中「教育委員会

の」とあるのは「第21条第１項に規定する指定

管理者の」と，第６条中「教育委員会に」とあ

るのは「第21条第１項に規定する指定管理者

に」と，第11条及び第15条第１項中「教育委員

会は」とあるのは「第21条第１項に規定する指

定管理者は」とする。 

（施行細目の委任） 

第22条 センターの使用時間及び休館日その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会

規則で定める。 

別表(第９条関係) 

 ⑴～⑷ 略 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が定める

業務 

２ 指定管理者の指定を受けようとする法人その

他の団体は，事業計画書その他の規則で定める

書類を     市長に提出しなければならな

い。 

３ 市長は，センターの設置の目的を最も効果的

に達成することができると認められるものを指

定管理者として指定するものとする。 

４ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を取り消したときは，その旨を告示するもの

とする。 

５ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第５条第１項及び第２項，第６条，

第７条第１項及び第２項，第８条，第11条，第

13条第１項，第15条第１項及び第２項，第16

条，第18条並びに第19条第２項の規定の適用に

ついては，これらの規定（第５条第１項，第６

条，第11条及び第15条第１項を除く。）中「市

長」とあるのは「第21条第１項に規定する指定

管理者」と，第５条第１項中「  市長の」と

あるのは「第21条第１項に規定する指定管理者

の」と，第６条中「   市長に」とあるのは

「第21条第１項に規定する指定管理者に」と，

第11条及び第15条第１項中「    市長は」

とあるのは「第21条第１項に規定する指定管理

者は」とする。 

（施行細目の委任） 

第22条 センターの使用時間及び休館日その他こ

の条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

別表(第9条関係) 
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⑴ 略 

⑵ 附属設備の使用料 

１設備１回につき3，000円の範囲内において

教育委員会規則で定める額 

⑴ 略 

⑵ 附属設備の使用料 

1設 備 1回 に つ き 3， 000円 の 範 囲 内 に お い て  

規則で定める額 
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（参考 16） 

神戸ゆかりの美術館条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

（事業） 

第３条 美術館は，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

必要と認める事業 

（入館料等） 

第４条 美術館に入館しようとする者は，別表に

定める額（特別に展示を行う場合は，2,000円の

範囲内で教育委員会が定める額）の入館料を納

付しなければならない。 

２ 教育委員会は，美術館の入館について，前項

の額の範囲内で教育委員会が定める額の特別入

館券を発行することができる。 

（入館料の納付） 

第５条 入館料（前条第２項の特別入館券に係る

ものを含む。次条及び第７条において同じ。）

は，前納しなければならない。ただし，教育委

員会規則で定める特別の理由があるときは，こ

の限りでない。 

（入館料の減免） 

第６条 教育委員会は，教育委員会規則で定める

特別の理由があるときは，教育委員会規則で定

めるところにより，入館料を減額し，又は免除

することができる。 

（入館料の返還） 

第７条 既納の入館料は，返還しない。ただし，

教育委員会規則で定める特別の理由があるとき

は，その全部又は一部を返還することができ

（改 正 案） 

（事業） 

第３条 美術館は，第１条の目的を達成するた

め，次に掲げる事業を行う。 

 ⑴～⑸ 略 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と

認め 

る事業 

（入館料等）第４条 美術館に入館しようとする

者は，別表に定める額（特別に展示を行う場合

は，2，0 市長が定める額）の入館料を納付しな

ければならない。 

２ 市長は，美術館の入館について，前項の 

市長が定める額の特別入館券を発

行することができる。 

（入館料の納付） 

第５条 入館料（前条第２項の特別入館券に係る

ものを含む。次条及び第７条において同じ。）

は，前納しなければならない。ただし，規則で

定める特別の理由があるときは，この限りでな

い。 

（入館料の減免） 

第６条 市長は  ， 規則で定める特別の理由

特別の理由があるときは，規則で定めるところ

により，入館料を減額し，又は免除することが

できる。 

（入館料の返還） 

第７条 既納の入館料は，返還しない。ただし，

規則で定める特別の理由があるときは，その全

部又は一部を返還することができる。 
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る。 

（資料の特別利用） 

第８条 美術館資料の熟覧，模写，模造，撮影そ

の他これらに類する行為をしようとする者は，

教育委員会規則で定めるところにより，教育委

員会の許可を受けなければならない。 

（施設の特別利用） 

第９条 教育委員会は，第１条の目的を達成する

ために必要があると認めるとき（教育委員会規

則で定める特別の理由があるときに限る。）は，

教育委員会規則で定めるところにより，美術館

の一部の施設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可の対象となる施設については，教

育委員会規則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

⑴ 略 

⑵ 教育委員会が前号に掲げる費用に準ずるも 

のであると認める費用 

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第１項の許可を受けた者の負担すべき費

用の額が分からないときは，同項の許可を受け

た者は，教育委員会が定めた基準により算定し

た金額を，前項各号に掲げる費用として負担す

るものとする。 

（入館の制限等） 

第10条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該

当する者に対しては，美術館への入館を拒絶

し，又は美術館からの退去を命ずることができ

る。 

 

（資料の特別利用） 

第８条 美術館資料の熟覧，模写，模造，撮影そ

の他これらに類する行為をしようとする者は，

規則で定めるところにより      市長の

許可を受けなければならない。 

（施設の特別利用） 

第９条 市長は，第１条の目的を達成するために

必要があると認めるとき  （ 規則で定める

特 別 の 理 由 が あ る と き に 限 る 。） は ，     

規則で定めるところにより，美術館の一部の施

設の使用を許可することができる。 

２ 前項の許可の対象となる施設については，規

則で定める。 

３ 略 

４ 次に掲げる費用は，第１項の許可を受けた者

の負担とする。 

⑴ 略 

⑵ 市長が前号に掲げる費用に準ずるものであ

る 

５ 前項各号に掲げる費用について，電気等の設

備を共同して使用することその他の事情により

各使用者が使用した電気等の量が把握できない

ため，第１項の許可を受けた者の負担すべき費

用の額が分からないときは，同項の許可を受け

た者は，市長が定めた基準により算定した金額

を，前項各号に掲げる費用として負担するもの

とする。 

（入館の制限等） 

第10条 市長は，次の各号のいずれかに該当する

者に対しては，美術館への入館を拒絶し，又は

美術館からの退去を命ずることができる。 
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 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第11条 何人も，美術館内において，美術館の管

理上支障がある行為で教育委員会規則で定める

ものをしてはならない。 

（指定管理者の指定等） 

第13条 教育委員会は，次に掲げる美術館の管理

に関する業務を美術館の管理について地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の

規定による教育委員会の指定を受けたもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が

定める業務 

２ 教育委員会は，指定管理者の指定をし，又は

その指定を取り消したときは，その旨を告示す

るものとする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第４条第２項，第６条，第８条，第

９条及び第10条の規定の適用については，第４

条第２項及び第６条中「教育委員会は」とある

のは「第13条第１項に規定する指定管理者は」

と，第８条中「教育委員会の」とあるのは「第

13条第１項に規定する指定管理者の」と，第９

条第１項中「教育委員会は」とあるのは「第13

条第１項に規定する指定管理者は」と，同条第

４項第２号及び第５項並びに第10条中「教育委

員会」とあるのは「第13条第１項に規定する指

定管理者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 美術館の開館時間及び休館日その他この

条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規

 ⑴～⑸ 略 

（行為の禁止） 

第11条 何人も，美術館内において，美術館の管

理上支障がある行為で規則で定めるものをして

はならない。 

（指定管理者の指定等） 

第13条 市長は，次に掲げる美術館の管理に関す

る業務を美術館の管理について地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

よる   市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が定める

業務 

２ 市長は，指定管理者の指定をし，又はその指

定を取り消したときは，その旨を告示するもの

とする。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせている場

合における第４条第２項，第６条，第８条，第

９条及び第10条の規定の適用については，第４

条第２項及び第６条中「市長は」とあるのは

「第13条第１項に規定する指定管理者は」と，

第８条中「  市長の」とあるのは「第13条第

１項に規定する指定管理者の」と，第９条第１

項中「   市長は」とあるのは「第13条第１

項に規定する指定管理者は」と，同条第４項第

２号及び第５項並びに第10条中「   市長」

とあるのは「第13条第１項に規定する指定管理

者」とする。 

（施行細目の委任） 

第14条 美術館の開館時間及び休館日その他この

条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め
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則で定める。 る。 
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（参考 17） 

執行機関の附属機関に関する条例 ぬきがき 

（  は，改正部分を示す。） 

（現   行） 

別表（第１条関係） 

⑴ 市長の附属機関（次号及び第３号の表に

規定する附属機関を除く。） 

附属機関 担任する事務 

   略  略 

   略  略 

神戸市市民参画

推進局指定管理

者選定評価委員

会 

神戸市保健福祉

局指定管理者選

定評価委員会 

   略 

 略  略 

  ⑵～⑷ 略 

（改 正 案） 

別表（第１条関係） 

⑴ 市長の附属機関（次号及び第３号の表に

規定する附属機関を除く。） 

  

      

      

神戸市文化スポ

ーツ局指定管理

者選定評価委員

会 

神戸市福祉局指

定管理者選定評

価委員会 

神戸市健康局指

定管理者選定評

価委員会 

    

    

略 
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